
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水質汚染事故対策マニュアル策定指針 



 

 

 

１．はじめに 

水道事業体は、水質汚染事故発生時において緊急措置、応急給水、応急復旧等の

諸活動を計画的かつ効率的に実施することが求められる。 

水質汚染事故発生時にこのような諸活動を迅速・的確に行うためには、各々の水

道事業体が規模・地域の特性に応じた適正なマニュアルを事前に作成しておくこと

が不可欠である。 

水質汚染事故対策マニュアル策定指針は、中・小規模の水道事業体の中で、水質

汚染事故対策マニュアルを作成していない事業体や作成済みであっても実働マニュ

アルとしては不完全である事業体を対象に、水質汚染事故発生時の応急対策の諸活

動が迅速・的確に実施できる実働的なマニュアルを効率的に策定できるよう構成し

たものである。 

 

 

２．水質汚染事故対策マニュアル策定指針の構成 

水質汚染事故対策マニュアル策定指針は、以下のⅠ、Ⅱにより構成している。 

 

Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアルの概要と作成方法 

水質汚染事故対策マニュアルの構成、基本的な考え方等を説明するとともに、

「Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例)」を基本とした作成方法を示している。 

 

Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例) 

中・小規模の水道事業体を対象とした標準的な水質汚染事故対策マニュアル

(例)を示している。 
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Ⅰ．水質汚染事故対策マニュアルの概要と作成方法 
1．総論 
1.1 目的 

水質汚染事故により甚大な被害を受けた場合、水道事業体では緊急措置、応急給

水、応急復旧等の諸活動を計画的かつ効率的に実施することが求められる。 

しかしながら、「平成 16 年度 水道の危機管理対策指針策定調査」において、水道

事業体を対象に実施したアンケート調査によると、実働的な水質汚染事故対策マニ

ュアルを策定している水道事業体は少なく、その作成手法の指導を求める意見が多

かった。 

そのため、水質汚染事故が発生した場合、それぞれの水道事業体が応急対策の諸

活動を迅速かつ的確に実施できる体制をつくり、通常給水の早期回復と計画的な応

急給水等を行うことを目的として、「Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例)」(以下、

マニュアル例という)を作成した。 

なお、水質事故における対策本部設置基準および個々の事項については、水源水

域の特徴と原水種別、浄水処理方法により異なるため水道事業体毎に定める。 

 

1.2 用語の定義 

水質汚染事故対策マニュアルに使用される用語の定義を明確にして、職員を含め

関係者全員の意志疎通を図りやすくする。 

本指針で使用している用語の定義は表－１のとおりであり、これらを参考にする。 
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表－1 用語の定義 

区分 用  語 定  義 

対策
本部 

水質事故 

対策本部 

減断水が生じる水質汚染事故が発生した場合、緊急措置や応急給水等を目

的として水道課等に設置される対策本部。 
水道 
事業 
体 

応援事業体 
水質汚染事故が発生した事業体に対して緊急措置、応急給水や応急復旧の

応援を行う水道事業体。 

水質汚染事故 

水質汚染事故は次の場合をいう。 
① 水道水源及び水道原水の水質異常によって健康被害を生じる場合、また
はそのおそれのある場合 

② 水道施設における水質汚染及び不適切な浄水処理等に伴う水道水の水
質異常によって健康被害等を生じる場合、またはそのおそれのある場合

③ 水道水を原因とする感染症・食中毒等が発生する場合 
④ 小規模水道水・井戸水等の水質異常によって健康被害等を生じる場合、
またはそのおそれのある場合 

予防対策 

水質汚染事故発生時の応急対策(ソフト対策) のための事前準備対策およ

び粉末活性炭設備、オイルフェンス、水質監視機器の整備(ハード対策)等

の水質汚染事故発生に備えた対策。 

応急対策 
水質汚染事故発生後、初動体制、応急体制を確立して行う取水停止、浄水

処理強化等の緊急措置や応急給水、応急復旧等の対策。 

初動体制 
水質汚染事故発生後、動員・配備した職員等により、水質汚染事故初期の

活動(情報収集・連絡、事故状況調査、緊急措置等)を行う組織体制。 

応急体制 
応援事業体等を配備し、応急給水を含め、水質汚染事故対策を本格的に実

施することができる組織体制。 

応急復旧 
通水回復に向けて実施する水道施設の洗浄・通水等。 

応急復旧計画を策定し、順次実施する。 

水 

質 

汚 

染 

事 

故 

対 

策 

等 

応急給水 

水質汚染事故により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨

時の給水。 

断水状況を把握した上で、応急給水計画を策定し、給水車両や緊急貯水槽、

仮設給水栓等を用いて実施する。 
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※大規模の水質汚染事故が勤務時間外に発生した場合（勤務時間内に発生した場合、職員参集はなし）  

図－１ 水質汚染事故時の組織体制の推移 

  

1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成 

この部分は、水質汚染事故対策マニュアルが、どのような内容で構成されている

かを記述する部分である。 

水質汚染事故対策マニュアルは、「１．総論」、「２．予防対策」、「３．応急対策」

から構成される。 

「１．総論」は、それぞれの事業体で水源水域の特徴と原水種別、浄水処理方法

や管理体制が異なるため、個々の水道事業体で想定される水質汚染事故や被害想定

について個別に検討し、水質汚染事故対策の基本となる事項をまとめる部分である。 

「２．予防対策」は、それぞれの水道事業体が事前に準備しておかなければなら

ない応急体制組織と業務、応急対策資料、関係機関との連携、水質汚染事故対策に

関連した教育・訓練及び計画的に整備を進める水道施設等の水質汚染事故対策で構

成しており、事前準備を中心に記述する部分である。 

「３．応急対策」は、予防対策で事前に作成した応急体制組織や関係資料を用い、

水質汚染事故発生後、速やかに初動体制の確立、被害状況の把握、緊急措置、応急

復旧、応急給水を迅速・確実に進める部分である。 

水質汚染事故対策マニュアルの構成を、図－２に示す。 

応援事業体等配備

初
動
体
制 

応
急
体
制 

（
対
策
本
部
設
置
）

水質汚染事故発生 

組
織
体
制 

数時間 数日 事故発生からの経過期間 

（
対
策
本
部
会
議
）

職員参集･配備 職 員

応援事業体等

０ 

・参集と配備等 ・情報収集･連絡(応援要請等)
・被害調査､緊急措置 
・応急給水等 

・本格的な応急復旧･ 
応急給水等 

［主な業務］

初動体制による活動 応急体制による活動 初動体制の確立 
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  図 －２水質汚染事故対策マニュアルの構成 

 

・各応急対策の教育・訓練 

・初動体制の確立(職員の動員と配備)

・水質事故対策本部の組織および各班の

業務(情報連絡体制を含む) 

・国、都道府県水道担当部署 

応援事業体等との連絡方法 

［全職員］ 

・水質汚染事故規模や被害に応じて動員・配備体制 

 

・被害防止・軽減策 

・粉末活性炭設備の設置 

・必要機材の備蓄・整備 

・水質監視機器の設置 

・水源系統間の連絡管の整備 

 

《水質汚染事故に対する脆弱性を調べる》 

・取水・浄水､管路の水質事故想定、給水区域の断水状況想定

・想定被害に基づく応急対策業務量、応援依頼業務の検討 

 

2.2 応急対策資料の準備 

2.4 教育・訓練等 

3.1 初動体制の確立 

3.2 応急給水 3.2 緊急措置、応急復旧 

［4）取・浄水班、管路班］ 

・被害状況の把握と緊急措置 

・応急復旧の計画策定、実施等 

1.1 目的 1.2 用語の定義 1.3 マニュアルの構成 

1.5 被害想定と応援依頼等 

2.1 応急体制組織と業務 

［3）応急給水班］ 

・応急給水の計画策定、実施等

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策

3.2 応急体制の確立 

３
．
応
急
対
策

２
．
予
防
対
策

１
．
総
論 

2.3 関係機関との連携 

［1）対策本部長等］ 

・水質事故対策本部会議における被害情報の集約、 

応援要請の必要の有無・範囲の決定 

・指揮命令・総合調整

1.4 想定水質汚染事故 

[2）総務班] 

･情報連絡・市民対応等、他事業体への応援要請 
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1.4 水質汚染事故の想定 

1.4.1 水質汚染事故の発生場所、原因等 

水質汚染事故は、水源から給水装置に至る各場所において発生し、また原因も有害

物質・汚物の流入、汚水等の流入、クロスコネクション、感染症の発生など様々で

ある。 

水質汚染事故の発生場所、原因等を示すと図－３のようになる。 
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図－2 水質汚染事故種別の想定事例 

出典：財団法人 水道技術研究ｾﾝﾀ-「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定ﾏﾆｭｱﾙ（平成 11

年 2 月） 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 想定水質汚染事故 

表流水系原水
有害物質・汚物等の流入
海水の遡上・混入

地下水系原水
有害物質・汚物等の浸透・流入

浄水施設
毒物・農薬等の投入
薬品注入不足・過剰注入・汚水等の流入

送配水施設
汚水等の混入(配水池)､毒物農薬等の投入
土砂・汚水等の流入(管路)

給水装置
クロスコネクション、汚水等の逆流・流入
給水管－私設井戸の接合

小規模水道・井戸水等
受水槽への汚水等の流入・浸入
水源井戸への汚物・農薬等の投入・浸入

水系感染症・食中毒の発生
感染症（病原性微生物）の発生
水系感染症・食中毒の発生
薬品中毒の発生

水
質
汚
染
事
故
種
別

水
道
水
源
・
原
水

水
道
施
設
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1.4.2 水源の水質汚染事故 

１）水源水質汚染事故の分類 

水源水質汚染の誘因としては、①故意または過失による汚染物質の投棄や投入、②

事業所・工場等の処理施設の管理不備による汚染物質の流出が挙げられる。水源お

よび水道原水における水質汚染事故の代表的な事例を挙げると次のとおりである。 

【表流水】 

①油脂類、シアン、フェノール、農薬及びその他有害物質 

②未処理又は処置不完全な家畜糞尿、都市下水等による汚物等 

③河口近くで取水している場合の海水の遡上・混入 

【地下水】 

①汚水、家畜し尿、農薬等の浸透や流入 

②トリクロロエチレン等有機塩素系化合物や重金属の浸透や流入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－4 水質汚染事故の現況 



 

 

 

 

 

Ⅰ－9 

 

２）水源水質事故の全国的な状況 

(1) 発生状況等 

水道事業体における水源水質事故の状況を表－2に示す。 

種類別に水源水質事故の発生件数の比率をみると、油類流出が約 64％と最も多く、

次いで魚浮上(約 13％)、異臭(約 9％)、廃棄物投棄(約 7％)、着色(約 6％)等となっ

ている。 

また水源水質汚染事故により、取水や浄水処理に影響を及ぼした件数の比率は、

油類流出が約 73％、異臭が約 20％、廃棄物投棄が約 5％等となっている。 

水源水質汚染事故が取水や浄水処理に影響を及ぼした割合（影響率）は、異臭が

約 78％、フェノール類流出が約 50％、油類流出が約 39％、廃棄物投棄が約 24％等

となっている。 

表―2 水源水質汚染事故の発生件数、影響件数 

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」※一部修正 

 

件数
①

比率
（％）

件数
②

比率
（％）

影響率
②÷①
（％）

魚浮上 135 13.4 5 1.4 3.7

油類流出 647 64.3 251 73.4 38.8

フェノール類流出 2 0.2 1 0.3 50.0

異臭 87 8.6 68 19.9 78.2

発砲 7 0.7 0 0.0 0.0

着色 57 5.7 0 0.0 0.0

廃棄物等投棄 71 7.1 17 5.0 23.9

合計 1,006 100.0 342 100.0 34.0

（平成元年～10年度：８事業体集計）

発生件数

水質汚染事故の種類

取水・浄水処理等に
影響を及ぼした件数

発泡 



 

 

 

 

 

Ⅰ－10 

 

(2) 発生原因 

水源水質事故の発生原因（魚浮上、魚浮上以外）を表－3,4に示す。 

魚浮上事故の発生原因は、不明が 57.5％と最も高く、次いで酸・アルカリが 16.4％、

溶存酸素の欠乏が 16.4％、不法投棄が 6.8％等となっている。 

 

表－3 魚浮上事故の発生原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚浮上以外の事故の発生原因は、不明が 46.1％と最も高く、雨で流出、交通事故、

故障・破損も 9～11％程度の値となっている。 

また異臭事故では、80％弱が原因不明となっている。 

 

表－4 魚浮上を除く水質汚染事故の発生原因 
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(3) 措置 

水源水質汚染事故（油類流出、異臭）に対して水道事業体が採った措置を表－5,6

に示す。 

油類流出事故では、オイルフェンス設置や粉末活性炭注入が多く、異臭事故では、

粉末活性炭注入が多くなっている。 

表－5 油類流出事故措置別の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－6 異臭事故措置別の件数 
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(4) 発見者 

水源水質汚染事故の発見者を表－7に示す。 

全体では、水道事業体が約 35％、公的機関が約 26％、住民が約 20％となってい

る。 

魚浮上事故では、釣り人・住民が発見した割合は 50％以上と高い。一方、油類流

出事故、その他の事故では、公的機関、水道事業体が 60％強と高くなっている。 

表－7 水源水質汚染事故の発見者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 原因物質 

水源水質汚染事故の原因物質を毒性物質、異臭物質、水質基準超過・浄水処理障

害物質に区分すると次のとおりである。 

 表－8 水質汚染事故の原因物質 

区分 名称等 

無機物質 
シアン、水銀、六価クロム、砒素、次亜塩素酸ナト
リウム、過酸化水素水等 

有機物質 
農薬類、シロアリ防除剤、ＰＣＢ、アクリル酸 2－
エチルヘキシル(繊維、塗料、ゴム等の原料)等 毒性物質 

有機溶剤 
四塩化炭素、ジクロロメタン、ベンゼン、トルエン、
キシレン、1,2 ジクロロエタン、p－ジクロロベンゼ
ン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等

油類 Ａ重油、灯油、潤滑油、切削油、廃油等 
香料原料等 フェニルメチルエーテル、イソ吉草酸メチル等 

異臭物質 
その他 

フェノール類（塩素でクロロフェノール臭）、3,5－
ジメチルピラゾール（医薬品・農薬の中間体－塩素
でクロラミン臭に似た強い刺激臭）、シクロヘキシ
ルアミン（ゴム、染料、界面活性剤、殺虫剤、不凍
液の原料－塩素でタマネギ腐敗臭）等 

水質基準超過 
浄水障害物質 

 

アンモニア性窒素、舗装工事還元剤（チオ硫酸ナト
リウム）、エッチング剤（重炭酸アンモニウム）、水
酸化ナトリウム、陰イオン界面活性剤、塩素イオン、
蛍光塗料、染料、セメント灰汁等、臭素化合物 

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」 
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３）水源水質汚染事故の想定 

水源水質汚染事故は、水源域の状況を調査し、それらをマップ化・リスト化する

ことで汚染事故想定が容易になる。また、車やタンクローリーの河川転落に伴う油

や積載物の流出事故が多く発生していることから、これらも加えて水源水質汚染事

故を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－5 水源域の水質汚染事故の想定 

水源水質汚染事故履歴調査 近隣類似水道事業
参考

水源域の状況把握 

・ 流域の土地利用形態と土地開発状況 

耕作地の種類と面積、道路網、土地開発状況（工業団地、住宅団地等） 

・ 工場の立地状況、工場の位置、排水放流口の位置、工場での製造物、使用原料、排水の

種類、量、濃度、生産品の種類、排水処理施設設置状況 

・ 畜産業や牛、豚、馬等牧場、畜舎等の位置 

・ 下水処理場等の立地条件 

処理場の位置、処理方式、処理水量、放流口の位置 

・ その他排水処理施設 

農集、コミプラ等の位置、処理方式、処理水量、放流口の位置浄化槽等の設置状況、

合併・単独浄化槽、汲取りの位置と戸数 

・ 糞便汚染の有無や不法投棄場所の有無 

水源域の調査 

マップ化（視覚化）、リスト化 

水源水質汚染事故の想定 
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表－9 収集情報の項目と情報源 

出典：「水質事故対策技術 2001 年版」(国土交通省水質連絡会編) 

 

表－10 業種別取り扱い化学物質 

出典：「水質事故対策技術 2001 年版」(国土交通省水質連絡会議編) 
 

産業分類番号 業種 取り扱い化学物質等
121,122 畜産・水産食料品製造業 ﾌｪﾉｰﾙ

128 動植物油脂製造業 ｼｱﾝ、油分
146 染色整理業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、水銀、ｱﾙｶﾘ
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 酸、ｱﾙｶﾘ
19 出版・印刷・同関連製造業 六価ｸﾛﾑ、油脂類

2021 ソーダ工業 酸、ｱﾙｶﾘ
2023 無機顔料製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、酸
2029 その他無機化学工業製品製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ｱﾙｶﾘ
203 有機化学工業製品業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ、酸、ｱﾙｶﾘ
2036 環式中間物・合成染料・有機顔料 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、酸
2052 石けん・合成洗剤製造業 ｼｱﾝ、ﾌｪﾉｰﾙ、ｱﾙｶﾘ、油脂類
206 医薬品製造業 ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、酸
2092 農薬製造業 農薬類
2097 試薬製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ
2151 舗装材料製造業 油分
241 なめし革製造業 ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ
251 ガラス・ガラス製品製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、ｱﾙｶﾘ
252 セメント・同製品製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、六価ｸﾛﾑ
2522 生コンクリート製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、六価ｸﾛﾑ
26 鉄鋼業 ﾌｪﾉｰﾙ、酸
27 非鉄金属製造業 ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ
29 一般機械器具製造業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、六価ｸﾛﾑ、ヒ素

2869 その他金属表面処理業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ、酸、ｱﾙｶﾘ
2864 電気メッキ業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ、酸
721 洗濯業 ｼｱﾝ、水銀、ｱﾙｶﾘ
743 写真業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ｱﾙｶﾘ
771 自動車整備業 ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素
881 病院 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ、酸、ｱﾙｶﾘ、ｱﾙｶﾘ
871 一般廃棄物処理業 ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ
8712 屎尿処分業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ
872 産業廃棄物処理業 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、油分
879 その他の廃棄物処理業 酸、ｱﾙｶﾘ、油分
921 自然科学研究所 ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ヒ素、水銀、ﾌｪﾉｰﾙ、酸、ｱﾙｶﾘ

分類 No. 情報項目名 情報源等
河川情報 1 河川流路 都道府県河川管理事務所

2 流域界
3 距離標
4 観測所位置（水位、流量、雨量、水質）
5 水質基準地点

流域情報 6 行政界
7 工事事務所位置
8 出長所位置
9 用排水路の位置と水量
10 工場、事業所位置 各自治体担当部署
11 給油所位置 農協など
12 下水処理場、農集・コミプラ等の位置
13 廃棄物処理に関する情報
14 農薬使用状況
15 養鶏場、畜舎等の位置と頭数
16 畜産廃水処理に関する情報
17 野生動物、野鳥などの種類や活動状況
18 化学物質を扱う事業所の位置と物質名とその量
19 採水、分析機関位置、内容
20 資機材備蓄場所、備蓄量

化学物質の特性情報 21 化学物質毎の特性、物性 インターネット等
22 化学物質毎の取り扱い注意事項
23 対策手法資料

その他情報 24 水質事故履歴
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1.4.3 水源水質事故以外の水質事故 

１）水道施設において生じる水質事故 

(1) 浄水施設 

①侵入者による毒物・農薬等の投入 

②誤操作や塩素注入機の故障、注入配管の目詰まりによる塩素剤等の薬品注

入不足 

③使用薬品類の漏洩、誤操作に伴う不適切な浄水処理等による薬品の過剰注

入 

④浄水池などの壁面亀裂からの汚水等の流入 

 

(2) 送配水施設 

①配水池の亀裂からの汚水の流入 

②侵入者による配水池等への毒物・農薬等の投入 

③管の破損事故による土砂・汚水等の混入 

④管布設後の洗浄不足による土砂・汚水等の残留 

 

(3) 給水装置 

①クロスコネクション（誤接合）による水質汚染 

②蛇口にホース等を接合した際の汚水等の逆流、及び破損箇所からの汚水等

の流入 

③給水管と私設井戸の接合による水質汚染 

 

２）水道水を原因とする水系感染症・食中毒の発生 

①病原性微生物（ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ）による感染症の発生 

②赤痢等の水系伝染病・食中毒の発生 

③化学薬品、農薬等による薬品中毒の発生 

 

３）小規模水道・井戸水等の水質異常及び感染症・食中毒等の発生 

①受水槽への汚水等の流入・侵入・及び上記（3）と同様の発症 

②水源井戸への汚水、家畜糞尿、農薬等の流入・浸入及び（3）と同様の発症 

 

４）水質汚染事故の想定 

水道事業体内で発生した過去の水質事故履歴や近隣の類似水道事業体の事故履歴

等を参考にして、水道施設等のどこで、どのような汚染事故が発生するかといった

水質汚染事故発生の可能性やその規模を想定する。 
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1.5 被害想定と応援依頼 

この部分は、水道事業体で想定される水質汚染事故に基づき、以下の(1)(2)の事

項を設定する重要な部分である。また、想定される内容を具体的に示すことで水質

汚染事故時の緊急措置実施判断の参考となる。 

 

(1) 被害想定 

汚染物質に対する浄水処理強化等の対応能力（水質検査部署の有無や能力も

考慮する）、あるいは取水停止時間等から給水への影響を想定する。 

(2) 応援依頼の検討 

水質汚染事故の状況、給水状況の想定結果を踏まえ、応急体制を確立するた

め、水質事故が発生した事業体が独自で対応が可能か、他の水道事業体等に

応援を依頼するかを判断する。 

 

1.5.1 被害想定 

水質汚染事故による被害想定は次に示す項目毎に行う。 

①水質汚染事故種別（「1.4 水質汚染事故の想定」において想定） 

②浄水処理による除去の可否(取水制限・停止の有無) 

③水質汚染事故の影響規模 

※水道施設内に浄水処理ができない汚染水が浸入した場合、その到達位置を

含む。 

 

ここで、②の浄水処理による除去の可否は、表－11を参考にして想定する。 

表－11 浄水処理による除去の可否 

ﾚﾍﾞﾙ 浄水処理による対応の可能性等 対策 

０ 通常の浄水処理に影響を及ぼさないと考えられる場合 監視強化 

１ 
通常の浄水処理では水道水の性状を損なう可能性があるも
のの、浄水処理の強化により対応が可能な場合 

浄水処理 
強化 

２ 
通常の浄水処理では健康に関する水質項目が基準を超える
可能性があるものの、浄水処理の強化により対応が可能な
場合 

浄水処理 
強化 

３ 
浄水処理の強化によっても健康に関する水質項目が基準値
を長期間、継続的に超過することが見込まれ取水停止等の
対応が必要な場合 

取水削減、 
停止 

４ 
浄水処理の強化によっても水道水の飲用により直ちに人の
生命に危険を生じ、又は身体の正常な機能に影響を与える
おそれがある場合 

取水削減、 
停止、 

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」※一部修正 
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また③水質汚染事故の影響規模は、取水制限・停止時間の想定に基づき、表－12

を参考にして想定する。 

なお、水道施設内への汚染水の浸入を考慮する必要がある場合は、それを含めて

影響規模を想定する。 

 

表－12 水質汚染事故の影響規模の想定 

ﾚﾍﾞﾙ 内容 
給水 

影響 

０ 
水源上流域で水質異常があるが取水停止に至らない場合、及び 
短時間の取水停止（浄水停止）を行うが水運用によって送配水が継
続できる場合 

なし 

１ 長時間の取水停止（浄水停止）を行い、減・断水を生じる場合 有り 

２ 給水の緊急停止を行う場合 有り 大

 

 

被害想定等の検討に当たって参考となる資料を次に示す。 

 

①飲料水健康危機管理実施要領について 

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成 14 年 6 月 28 日） 

②水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 

並びに水道水質管理における留意事項について 

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成 15 年 10 月 10 日） 

③水道水中のクリプトスポリジウムに関する対策の実施について 

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成 13 年 11 月 13 日） 

④突発水質汚染の監視対策指針 2002（社団法人 日本水道協会） 

⑤水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

（平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 

⑥水質事故対策技術 2001 年版（国土交通省水質連絡会） 
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1.5.2 応援依頼の検討 

他の水道事業体等に応援依頼を行う対象業務としては、緊急措置、応急復旧の計

画作成と実施、応急給水の計画作成と実施がある。これらについては表－13に示す

判断基準を用いて業務を選定する。 

応援依頼業務の選定結果に基づき、マニュアルを以下の手順で作成する。 

 

＜応援依頼業務選定結果に基づくマニュアル作成＞ 

○業務概要表（事故発生時に実施する業務項目を整理した一覧表） 

［表 2.1 (PⅡ-13)参照］ 

 『実施主体』欄について、「当事業体」、「共同」、「応援事業体」があるので、 

該当する部分に○を記入。 

 

○業務内容表（担当毎に実施する業務項目を抽出し、留意事項等を示したもの） 

［PⅡ-33～67 参照］ 

 『実施主体』欄について、「当事業体」、「共同」、「応援事業体」があるので、 

該当する部分に○を記入。 
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表－13 応援依頼業務の選定の判断基準 

応援依頼業務*1 判断基準 

 

緊急措置・応急復旧の 
計画策定、実施 

(業務項目番号 81、92) 

当事業体で、以下に示す緊急措置、応急復旧を実施
できるか？  

応急復旧計画 
実施 
できる

実施 
できない

状況判断(浄水処理による対
応の可否等) 

  

オイルフェンス、粉末活性炭
による影響緩和措置 

  

浄水処理・塩素消毒の強化   

管路・施設の洗浄、通水等の
応急復旧 

  

 

  

応急給水計画の策定等 

(業務項目番号 52) 

当事業体で以下の応急給水計画を策定できる要員を
確保できるか？  

応急給水計画 
策定 
できる

策定 
できない

断水区域・断水人口の想定   

応急給水量の算定   

給水方法の選択   

応急給水人員、車両の配備等   

 

  

応急給水の実施 
(業務項目番号 61) 

当事業体と地元業者等で、以下に示す応急給水体制
を確保できるか？  

応急給水体制 

被害想定
による
必要量
① 

当事業
体等 
確保量
② 

不足量
 
 

(①－②)
応急給水車両    

応急給水作業人員    

応急給水資機材等    

 

  

注）*1 業務項目番号は、応急対策業務の整理番号（「業務概要表」、「業務内容表」とも共通）｡ 

 

判断結果

実施主体

 ↓

全て 
策定 
できる

当 
事業体

↓

一部
策定
できる

共同

策定
できない

応援
事業体

↓ ↓

全て 
確保 

当 
事業体

↓

一部
確保

共同

確保
できない

応援
事業体

↓ ↓

全て 
実施 
できる

当 
事業体

↓

一部
実施
できる

共同

実施
できない

応援
事業体

↓ ↓
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なお、「1.5.1 被害想定」で行った想定の結果、大規模な被害が発生すると予測さ

れる場合には、広域的な応援体制に基づいて、支援を要請する必要がある。 

広域的な応援体制としては、（社）日本水道協会が阪神・淡路大震災を教訓として

とりまとめた「地震等緊急時対応に関する報告書」に、日本水道協会水道救援対策

本部・地方支部長都市・県支部長都市の組織を活用する広域的応援体制が整備され

ているので参考にする。なお、図－6は、同報告書に掲載されている「大規模災害

に対する広域的な応援体制」である。 

また、応援要請を行った水道事業体では、応援事業体に対して、人件費、請負工

事代金、車両・機材に係る費用、滞在費用等の費用負担が伴うが、これらの基本的

な考え方についても同報告書に示されているので参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 大規模災害に対する広域的な応援体制 

出典：「地震等緊急時対応に関する報告書」(平成 8 年 2 月 15 日)  

社団法人 日本水道協会 地震等緊急時対応に関する特別調査委員会 ※一部修正 

 

国 

厚生労働省 他
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2．予防対策 
2.1 応急体制組織と業務 

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等） 

水質汚染事故発生時の職員の動員と配備について非常配備基準・体制、参集方法、

留意事項などをとりまとめておく部分である。（PⅡ-22～25 参照） 

マニュアルを策定している事業体では、勤務時間外に水質汚染事故が発生した場

合は、定められた場所に参集する場合が多い。 

また、水質汚染事故情報の第一報が外部より通報された場合、または自ら把握し

た場合に、その内容を詳細確認するとともに、直ちに関係部署にその情報を伝達で

きるよう、情報管理体制の確立、伝達方法・伝達経路の整備を図っておくことが重

要である。 

 

2.1.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水 

１）水質事故対策本部 

水質汚染事故時の応急対策は、水質事故対策本部(以下、対策本部という)により

組織的に進める必要がある。 

対策本部の組織は、以下に示すように、水質事故対策本部長、水道技術管理者に

よる統括の下、応急給水を実施する応急給水班、浄水施設等の緊急措置・応急復旧

を行う取・浄水班、管路の緊急措置・応急復旧を行う管路班、これらの活動を支援

する総務班により構成することを基本としている。 

水質事故対策本部長等：水質事故対策本部長、水道技術管理者 

総務班      ：総括(班長等)、調査・広報担当、動員・調達担当 

応急給水班    ：総括(班長等)、計画・情報担当、応急給水チーム 

取・浄水班    ：総括(班長等)、計画・情報担当、取・浄水チーム 

管路班      ：総括(班長等)、計画・情報担当、管路チーム 

（PⅡ-14 参照） 

なお、小規模事業体で職員数が少なく、単独ではマニュアル例のような階層的な

組織作りができない場合には、以下のようにして対策本部の組織を構成する。 

・ 各担当等で可能なものについては兼務とする。 

・ 対策本部組織で担当者が不足する部分を市長部局の職員に依頼する。 

・ 応援依頼業務の選定結果に基づき、応急給水、緊急措置・応急復旧の各担当

等の一部を応援事業体に依頼する。 
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２）水質事故対策本部会議 

水質事故対策本部会議(以下、対策本部会議という)は、対策の方針や応援要請等

を決定する機関で、会議の構成委員及び決定すべき主要な事項等をとりまとめてお

く部分である。 

早急・適切な対応が行えるよう、想定される水質汚染事故に応じて、事前に状況

の判断方法や対策等を策定し、緊急措置実施の判断を行う責任者や指示系統を明確

に定めておくことが重要である。 

対策本部会議の委員は、マニュアル例では、水質事故対策本部長、水道技術管理

者、総務班長、応急給水班長、取・浄水班長及び、管路班長で構成しているが、そ

れぞれの水道事業体の組織規模に応じて設定する。 

 

３）水質事故対策対策本部長等（PⅡ-34～35 参照） 

水質事故対策本部の責任者である水質事故対策本部長およびそれを技術面から補

佐する水道技術管理者は、緊急措置、応急復旧・応急給水の目標や応援要請の範囲・

規模等の重要事項を決定する。 

 

４）各応急対策班の担当業務 

この部分は、水質汚染事故発時の応急対策業務を実施担当毎に事前に検討し、整

理し、とりまとめておく部分である。 

マニュアル例では、総務班の業務、応急給水班の業務、取・浄水班の業務、及び

管路班の業務について、実施する業務項目を抽出して、それらの実施時期、業務内

容、留意事項等を整理した「業務内容表」を作成しており、これを参考にする。 

 

 総務班の業務            ：PⅡ-36～43 参照 

 応急給水班の業務         ：PⅡ-44～51 参照 

 取・浄水班の業務        ：PⅡ-52～60 参照 

 管路班の業務           ：PⅡ-61～67 参照 

 

５）情報連絡体制 

水質汚染事故発生時は、外部から速やかに、異常水質の内容、対応状況、今後の

見通し等の情報を確認すると共に、水道事業体の内部ではそれらの情報のほか、緊

急措置等の指示を伝達する。これらの外部・内部の情報連絡は迅速・正確に行う必

要があるため、情報連絡の流れ、通信手段等の情報連絡体制を、事前に定めておく

必要がある。 

水質事故対策本部における情報連絡体制は、情報の内容に応じて、「4.2 情報連絡
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系統図」(PⅡ-68～70 参照)に示すように整備する。 

情報連絡のための通信手段は、対策本部事務所(水道課等)と現場チームとの間等

を対象にあらかじめ定めておかなければならない(例：携帯電話、無線等)。 

 

2.2 応急対策資料の準備 

水質汚染事故発生時の初動体制、応急体制の確立、緊急措置・応急復旧、応急給

水の活動を迅速・的確に行うために、必須事項として、以下に示す応急対策資料を

事前に準備しておく。 

・非常配備体制表（電話連絡網兼用） 

・関係機関連絡先リスト 

・指揮命令・連絡調整系統図 

・水源流域一般平面図 

・重要施設等位置図(給水拠点と給水対象施設) 

・水道施設一般平面図 

・機器操作マニュアル 

・配管図 

(表 2-2(PⅡ-15)参照) 

 

2.3 関係機関との連携 

水質汚染事故発生時には、事故の発生状況等について問い合わせを行う河川管理

者等の関係部署、被害状況等を報告する国や都道府県の水道担当部署、および応援

協定に基づき、緊急措置・応急復旧、応急給水等の応援要請を行う水道事業体、地

元業者等との連携が非常に重要であり、これらの関係機関等を事前に整理しておく。 

なお、国や都道府県の水道担当部署に対しては、「飲料水健康危機管理実施要領に

ついて」（参考資料１（PⅡ-95 参照））に基づき、水質異常の詳細な内容、措置の内

容等を報告する。 

・河川管理者 

・同一水系水道事業体 

・国・都道府県 

・市関係機関等 

・応援水道事業体 

・応急給水応援団体 

・浄水施設等復旧応援団体 

・重要施設(避難所、病院、福祉施設等) 

(表 2-3(PⅡ-16)参照) 
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これらの関係機関との連絡先については、定期的に確認しておくとともに、連絡

内容に応じて当事業体の担当を事前に定めておくことが重要である。 

 

2.4 教育・訓練等 

水質汚染事故時に迅速・的確に行動するためには、水質汚染事故対策マニュアル

に基づき、教育・訓練を行い、水質汚染事故に対する職員の意識と対応能力の向上

を図ることが重要である。 

水質汚染事故に対する訓練は、以下に示すように、緊急措置、応急給水や応急復

旧の実施だけでなく、職員の動員・配備と水質事故対策本部の設営、情報連絡、応

援要請・受入等の訓練も含める必要がある。 

 

１）動員訓練 

(1) 職員の動員・配備と水質事故対策本部の設営 

非常配備基準を設定し（例：第２非常配備）、以下に示す動員訓練を「3.1 初動体

制の確立」(PⅡ-22～25 参照)に基づいて行う。 

・職員の参集、配備 

・対策本部の設置 

 

２）情報連絡訓練 

定められた方法（通信機器、資料・様式等を含む）により、以下に示す情報連絡

訓練を行う。 

 

(1) 指揮命令事項の伝達 

以下に示す指揮命令事項について、具体的な内容を設定し、「4.2.1 指揮命令系統

図」(PⅡ-69 参照)に沿って情報連絡訓練を行う。 

・緊急措置等の作業方針・範囲等 

・応急給水の作業方針・範囲等 

・応援要請、広報等の方針 

 

(2) 水質汚染事故の情報収集・整理と市民・報道機関等への広報 

以下に示す事項について具体的な内容を設定し、「4.2.2 情報収集・広報連絡系統

図」、「業務内容表（総務班：業務項目 No.25,27、応急給水班：同 No.52,61-1、取・

浄水班、管路班：同 No.81,91-1）」に従って情報連絡訓練を行う。 

・水質汚染事故状況、緊急措置の状況、断水状況、応急復旧の状況 

・応急給水状況 
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・水道施設に汚染水が浸入した場合の応急復旧計画(洗浄、通水等) 

・応急給水計画 

 

(3) 各会議の実施 

水質汚染事故の状況を設定して、応急復旧・応急給水の範囲・規模・目標、応援

要請方針等の重要事項を決定する対策本部会議の訓練を行う。 

また、班毎に、活動方針の指示、活動状況の報告、確認を行う班会議の訓練を行

う。 

 

３）水質汚染事故の状況確認・判断、緊急措置訓練 

水質汚染事故の発生場所を設定した上で、水質試験等による汚染状況の確認と状

況判断、緊急措置等の実施の訓練を行う。なお、緊急措置は給水に影響を及ぼすお

それがある場合は、緊急措置を実施したことにして訓練を進める(実際は行わない)

仮想訓練あるいは図上訓練により行う。 

訓練は以下に示す事項について、「業務内容表（取・浄水チーム：業務項目 No.72）」

に従って行う。 

 

(1) 水質汚染事故状況等の確認・判断 

・河川水等の状態確認 

・臨時水質試験等による水質汚染状況（汚染物質の特定を含む）の確認 

・必要な緊急措置等を含めた状況判断 

 

(2) 水質汚染事故への対応、緊急措置 

・影響緩和措置（オイルフェンス、粉末活性炭等） 

・浄水処理強化 

・取水停止 

・給水の緊急停止 

 ・配水系統の変更・水運用 

 

４）応援要請、受入・配備訓練 

(1) 緊急措置、応急復旧、応急給水の応援要請と受入・配備 

以下に示す事項について具体的な内容を設定し、「業務内容表（総務班、：業務項

目 No.31,32、応急給水班：同 No.31、取・浄水班、管路班：同 No.32）」に従って、

関係機関を含めた応援要請、受入・配備訓練を行う。 

・緊急措置、応急復旧の応援人員、資機材等 
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・応急給水の応援人員、給水車両、応急給水資材等 

 

５）応急給水訓練 

(1) 応急給水計画の策定 

断水状況等を設定して、「業務内容表（応急給水班、：業務項目 No.52）」に従って、

応急給水量の算定、応急給水方法、必要な人員・車両等を含めた応急給水計画を策

定する訓練を行う。 

 

(2) 応急給水の実施 

以下に示す応急給水方法について、市長部局職員や住民も参加して応急給水の実

施訓練を行うこととする。 

・運搬給水基地（非常用給水設備等を設置した配水池等）における給水車への

給水 

・給水場所における給水車による応急給水の実施 

・応急給水の水質確認 

なお給水車、応急給水資材等は水質汚染事故の発生に備え、日常から点検・整備

を行っておく。 

 

６）応急復旧訓練 

(1) 応急復旧計画の策定と応急復旧の実施 

水質汚染事故による汚染水の水道施設内の浸入範囲を設定して、「業務内容表

（取・浄水班：業務項目 No.81）」に従って、目標復旧期間、洗浄・通水等の応急復

旧の方法、必要な人員・資機材、復旧工程等を含めた応急復旧計画を策定する訓練

および実施訓練を行う。 

なお、実施訓練は状況に応じて仮想訓練あるいは図上訓練とする。 

 

応急対策は職員のほか、関係機関等の協力を得て行うものであり、訓練等につい

ても関係機関や市民の参加を求める。また市民に対しては、水質汚染事故対応に理

解と協力が得られるよう、平常時から水質汚染事故時の飲料水の確保、応急給水拠

点の場所、水質汚染事故時の水質面の注意等の広報を行う。 

 

2.5 水道施設等の水質汚染事故対策 

2.5.1 水質汚染事故対策全般 

「1.5.1 被害想定」等に基づき、水質事故による影響が想定される取水施設や浄

水施設への粉末活性炭設備の設置や連絡管の整備、水質監視機器の設置等を、重要
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度、緊急度の高いものから順に計画的に行う。 

・取・浄水施設への粉末活性炭設備の設置 

・水源系統間の連絡管の整備 

・水質監視機器の設置 

  原水・浄水・配水の自動水質監視機器の設置 

  魚類による水質監視装置、ＩＴＶ監視装置の設置 

・必要機材の備蓄・整備 

  事故状況の判断に必要な機材（採水器具、簡易水質検査器具等） 

  緊急措置に必要な資料（オイルフェンス、オイルマット等） 

  応急給水に必要な機材（給水車、可搬式給水タンク等） 

 

2.5.2 クリプトスポリジウム対策 

「水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針」(参考資料３(PⅡ-105)参照)

に基づき、クリプトスポリジウム対策の予防対策として以下の事項について記述す

る。 

 

１）水道原水に係るクリプトスポリジウムによる汚染のおそれの判断 

①以下のいずれかの場合には、大腸菌及び嫌気性芽胞菌（以下、｢指標菌｣という。）

の検査を実施し、いずれかの菌が検出された場合には、水道原水のクリプトス

ポリジウムによる汚染のおそれがあると判断する。 

  ・水道の原水から大腸菌群が検出されたことがある場合 

  ・水道の水源となる表流水、伏流水若しくは湧水の取水施設の上流域又は浅

井戸の周辺に、人間又は哺乳動物の糞便を処理する施設等の排出源がある

場合 

②①において指標菌が検出されなかった場合、クリプトスポリジウムを除去でき

る浄水処理を実施していない施設にあっては、水道原水の指標菌の検査を毎月

1回以上実施する。 

 

２）予防対策 

クリプトスポリジウムによる汚染のおそれがある水道水源から取水する場合、次

の対応措置を講ずる。 

(1) 施設整備 

クリプトスポリジウムによって水道原水が汚染されるおそれのある浄水場では、ク

リプトスポリジウムを除去することができる浄水処理を行う。 

汚染のおそれがあるにもかかわらず、これらの浄水処理を実施していない浄
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水場においては、早急に浄水処理施設の整備を実施するか、又は、クリプトス

ポリジウムによって汚染されるおそれのない水源からの取水に変更する。 

 

(2) 浄水処理の徹底 

①ろ過池出口の水の濁度を常時把握し、ろ過池出口の濁度を 0.1 度以下に維持

する。 

②ろ過方式ごとに適切に浄水管理を行う必要があるが、特に急速ろ過法を用い

る場合にあっては、原水が低濁度であっても、必ず凝集剤を用いて処理を行

う。 

③凝集剤に注入量、ろ過池出口濁度等、浄水施設の運転管理に関する記録を残

す。 

 

(3) 水源対策 

表流水若しくは伏流水の取水施設の近傍上流域又は浅井戸の周辺にクリプト

スポリジウムを排出する可能性のある汚水処理施設等の排水口がある場合には、

当該排水口を取水口等より下流に移設し、又は、当該排水口より上流への取水

口等の移設が恒久対策として重要であるので、関係機関と協議のうえ、その実

施を図る。 
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3．応急対策 
応急対策は、「3.1 初動体制の確立」、「3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急給水、

応急復旧」により構成し、応急対策の諸業務を迅速・的確に実施し平常給水の早期

回復を目指す部分である。 

 

3.1 初動体制の確立 

水質汚染事故発生後、予防対策で定めた「職員の動員と配備」、「水質事故対策本

部の設営」等を行う。 

 

3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水 

初動体制を確立した後、水質汚染事故の状況を調査し緊急措置を行い、断水状況

等も確認して、応急給水・応急復旧に必要な体制を決定し、他の水道事業体等に応

援要請を行い、それらを配備して応急体制を確立する。 

応急給水・応急復旧は、被害状況・断水状況に応じて範囲・方法等を定め、応援

事業体等の協力を得ながら、計画的に実施する。 

 

3.2.1 水質事故対策本部 

予防対策で定めた「水質事故対策本部」体制に基づき、業務を実施し、緊急措置、

応急給水、応急復旧等を計画的に進める。 

 

3.2.2 水質事故対策本部会議  

初動体制が確立された段階や被害状況・断水状況等が確認できた段階、および応

急復旧・応急給水を進める段階において、定期的あるいは臨時に水質事故対策本部

会議を開催し、次の事柄を決定する。 

（１） 発生した水質事故による被害状況を把握し、想定水質汚染事故の被害とを

比較して、緊急措置、応急復旧、応急給水の範囲・規模・目標等 

（２） 他の水道事業体等への応急給水、応急復旧の応援要請の方針 

（３） その他応急対策に必要な事項 

 

3.2.3 水質事故対策本部長等（PⅡ-34～35 参照） 

対策本部の統括を行う水質事故対策本部長、水道技術管理者は、対策本部活動の

指揮・命令、本部会議の開催等を実施する。 
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(応急給水の充実) 

3.2.4 各応急対策班の担当業務 

初動体制の確立を行った後、水質事故対策本部の方針決定に基づき、予防対策で

準備した、応急対策班の「業務内容表」、「応急対策資料」及び「関係機関との連携」

等の資料を活用し、組織として、応急対策の諸業務を迅速・的確に実施する。 

 

１） 総務班の業務（PⅡ-36～43 参照） 

組織的な応急体制を確立するため、総務班の業務内容表に基づき、他班との総合

調整、情報連絡、市民対応、他事業体への応援要請等を迅速・的確に実施する。 

 

２） 応急給水班の業務（PⅡ-44～51 参照） 

水質汚染事故による断水状況を調査して、応急給水体制、応援依頼の規模等を設

定する。 

応急給水は配水池等における飲料水の確保状況、水道施設の稼働状況等を踏まえ

て、応急給水班の業務内容表に基づき、運搬給水、拠点給水、仮設給水から当該地

区に適切な給水方式を採用して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 応急給水対策の分類 

出典：社団法人 日本水道協会「水道維持管理指針」 

 

３） 取・浄水班の業務（PⅡ-52～60 参照）・管路班の業務（PⅡ-61～67 参照） 

(1) 水質汚染事故対策全般 

ｱ) 基本的事項 

水質異常時の対策については、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則

の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（厚生労働省健康局水

道課長通知 平成 15 年 10 月 10 日）(参考資料２(PⅡ-103)参照)に基づいた対応措

置を記述する。 

 

水の確保 

資機材の備蓄 

応急給水体制 

拠点給水設置場所 

配水管整備 

耐震性貯水槽 

小中学校等 

公共施設 

医療機関等 

運搬給水 

拠点給水

仮設給水

応急給水対策 
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ｲ) 状況判断、緊急措置等の対策 

水源水質汚染事故の状況判断にあたっては、河川等の魚の斃死等の症状により、

原因物質を特定したり、バイオアッセイ技術を用いた簡易毒性試験により、有害性

を判定する。（「水質事故対策技術 2001 年版」(国土交通省水質連絡会編)を参照） 

これらの調査・試験等を実施することが困難な事業体は、実施可能な水質検査機

関(都道府県の地区ブロックレベル等の共同水質検査体制の利用を含む)と予め緊急

時の水質検査体制やその費用負担等を含めた委託契約を締結しておく。 

緊急措置等は、水質汚染事故の被害状況等を把握した上で、予め検討した方法を

参考に実施する。 

想定水質汚染事故と発生した水質汚染事故を比較して、応急復旧体制、応援依頼

の規模等を設定する。 

なお、緊急措置等は、予め定められた様式等を用いて、水質汚染状況の確認・判

断等を含めて正確に記録しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－8 状況判断、緊急措置、応急復旧対策等の分類 

出典：財団法人 水道技術研究センター「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル(平

成 11 年 2 月)」※一部修正 

 

(2) クリプトスポリジウム症が発生した場合の応急対応 

クリプトスポリジウム症が発生し、水道水が原因であるおそれがある場合には、

「水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針」(参考資料３(PⅡ-105)参照)

に基づき、次の対応措置を講ずる。 

①応急対応の実施 

都道府県の関係部局と連携して応急対応を実施する。 

浄水処理、塩素消毒の強化 応急復旧対策等 

事故状況等の判断

現地急行、臨時水質検査 

(魚の斃死症状による原因物質の特定、バイオア

ッセイ技術による簡易毒性試験等を含む) 

汚染物質の特定、汚染状況等の調査

影響緩和措置（オイルフェンス、粉末活性炭等）

取水の停止 

配水系統の変更・水運用 

事故の対応・緊急措置

給水の緊急停止 

給水確保・応急復旧 

応急復旧(洗浄、通水等) 
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②水道利用者への広報・飲用指導等 

下痢患者等の便からクリプトスポリジウムが検出される等、水道が感染源である

おそれが否定できない場合には、直ちに水道利用者への広報・飲用指導等を行う。 

③水道施設における応急対応 

水道水がクリプトスポリジウムに汚染された可能性のある場合には、給水停止の

措置を講じた上で、浄水処理の強化を行うか、または、汚染されているおそれのあ

る原水の取水停止・水源の切り替え等を実施する。 

その後、配水管等の洗浄を十分に行った上で、クリプトスポリジウムの有無の検

査により、飲用水としての利用に支障がないと判断された場合に給水を再開する。 
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Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例) 
 

 

 

①水質汚染事故対策マニュアル(例)は実践的な内容とし、これを表や図を用いて

容易に理解できるようにした。 

 

②水質汚染事故時に実施する業務全体を一覧できるように、業務項目を整理した

『業務概要表』を作成した。(表 2-1(PⅡ-13)参照) 

 

③水質汚染事故時に、誰が、いつ、何を、どのように行うかを明確にするために、

担当毎に実施する業務項目を抽出し、それらの実施時期、具体的な業務内容、

実施上の留意事項等を示した『業務内容表』を作成した。 

     初動体制の確立(全職員)：PⅡ-22～25 参照 

     対策本部長等         ：PⅡ-34～35 参照 

総務班            ：PⅡ-36～43 参照 

応急給水班          ：PⅡ-44～51 参照 

取・浄水班          ：PⅡ-52～60 参照 

管路班            ：PⅡ-61～67 参照 

これにより、担当部分の数頁を確認するだけで、業務内容を把握できるように

なっている。 

 

なお、本マニュアルは水質汚染事故時に対応すべき事項を網羅しているため、

各事業体では、規模・特性を考慮して必要に応じてこれらの取捨選択等を行い、

マニュアルを利用し易いものにする。 

水質汚染事故対策マニュアル(例)の特徴
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Ⅱ．水質汚染事故対策マニュアル(例) 
水質汚染事故対策マニュアル(例)は、以下に示すモデル事業体を想定して作成し

たものである。 

 

表 モデル水道事業体の概要 

項目 内容 

行政区域内人口 ５万人 

水道事業体(水道課)の組織 

庶務・経理係、工務係、浄水係、営業係の４係によ

り構成。 

平常時は、浄水係は浄水場、その他の係は市役所内

水道課に勤務するものとする。 

水道課職員数 22 人(課長を含む) 
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１．総 論 
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1．総論 
1.1 目的 

○○市水道において水質汚染事故が発生した場合、○○市水道課は、緊急措置、

応急給水等の必要な応急対策を実施することが求められる。 

本マニュアルは、○○市水道課が水質汚染事故発生時に、通常給水の早期の回復

と計画的な応急給水の実施などの応急対策の諸活動を迅速かつ的確に実施できる体

制を作り、水質汚染事故対応を適切に行うことを目的とするものである。 

なお、本マニュアルは組織体制の変更等にあわせて、適宜見直す。 

 

1.2 用語の定義 

本マニユアルで使用している用語の定義を表 1-1に示す。 
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表 1-1 用語の定義 

区分 用  語 定  義 

対策
本部 

水質事故 

対策本部 

減断水が生じる水質汚染事故が発生した場合、緊急措置や応急給水等を目

的として水道課等に設置される対策本部。 
水道 
事業 
体 

応援事業体 
水質汚染事故が発生した事業体に対して緊急措置、応急給水や応急復旧の

応援を行う水道事業体。 

水質汚染事故 

水質汚染事故は次の場合をいう。 
① 水道水源及び水道原水の水質異常によって健康被害を生じる場合、また
はそのおそれのある場合 

② 水道施設における水質汚染及び不適切な浄水処理等に伴う水道水の水
質異常によって健康被害等を生じる場合、またはそのおそれのある場合

③ 水道水を原因とする感染症・食中毒等が発生する場合 
④ 小規模水道水・井戸水等の水質異常によって健康被害等を生じる場合、
またはそのおそれのある場合 

予防対策 

水質汚染事故発生時の応急対策(ソフト対策) のための事前準備対策およ

び粉末活性炭設備、オイルフェンス、水質監視機器の整備(ハード対策)等

の水質汚染事故発生に備えた対策。 

応急対策 
水質汚染事故発生後、初動体制、応急体制を確立して行う取水停止、浄水

処理強化等の緊急措置や応急給水、応急復旧等の対策。 

初動体制 
水質汚染事故発生後、動員・配備した職員等により、水質汚染事故初期の

活動(情報収集・連絡、事故状況調査、緊急措置等)を行う組織体制。 

応急体制 
応援事業体等を配備し、応急給水を含め、水質汚染事故対策を本格的に実

施することができる組織体制。 

応急復旧 
通水回復に向けて実施する水道施設の洗浄・通水等。 

応急復旧計画を策定し、順次実施する。 

水 

質 

汚 

染 

事 

故 

対 

策 

等 

応急給水 

水質汚染事故により断水が発生した場合、緊急の水需要に応ずるための臨

時の給水。 

断水状況を把握した上で、応急給水計画を策定し、給水車両や緊急貯水槽、

仮設給水栓等を用いて実施する。 

 

1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成 

水質汚染事故対策マニュアルは、想定される水質汚染事故に基づき、水道システ

ムの被害を想定し、水質汚染事故対策の基本条件を整理した「１．総論」と、被害

を未然防止・軽減するための「２．予防対策」、及び被害が発生した後に対応する「３．

応急対策」から構成されている。 
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1． 総論 

1.1 目的   1.2 用語の定義  1.3 水質汚染事故対策マニュアルの構成  

1.4 水質汚染事故の想定 1.5 被害想定と応援依頼等 

2． 予防対策 

2.1 応急体制組織と業務 2.2 応急対策資料の準備 2.3 関係機関との連携 

2.4 教育・訓練等    2.5 水道施設等の水質汚染事故対策 

3． 応急対策 

3.1 初動体制の確立   3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急 

給水 

 

 

1.4 水質汚染事故の想定 

想定水質汚染事故は、過去に発生した水質汚染事故や水源上流域における工場、

事業者の分布状況等を考慮して、表 1-2 に示す□□水質汚染事故、△△水質汚染事

故とする。 

 

表 1-2 想定水質汚染事故 

 □□水質汚染事故 △△水質汚染事故 

水質汚染事故発生場所 ☐☐川上流 

取水口上流**ｋｍ 

△△川上流 

取水口上流**ｋｍ 

汚染物質 フェノール 油 

備考 昭和**年 

水質汚染事故発生 

平成**年 

工場で油漏洩事故発生 

 

 

1.5 被害想定と応援依頼等 

想定される水質汚染事故に基づき、以下の(1)(2)の事項を検討した結果を表 1-3

に示す。 

 

(1) 被害想定 

汚染物質に対する浄水処理強化等の対応能力（水質検査部署の有無や能力も

考慮する）、あるいは取水停止時間等から給水への影響を想定する。 

 

(2) 応援依頼の検討 

水質汚染事故の状況、給水状況の想定結果を踏まえ、応急体制を確立するた
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め、水質事故が発生した事業体が独自で対応が可能か、他の水道事業体等に

応援を依頼するかを判断する。 
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表 1-3 想定水質汚染事故による想定被害と応援依頼業務(例) 

実施主体 
想定水質 

汚染事故 
水道施設の想定被害等 応急復旧・応急給水目標 応急対策実施体制 応援依頼業務 当 

事業体
共同 

応援 

事業体 

応急給水計画の策定  ○  

応急給水の実施  ○  

緊急措置、応急復旧計

画の策定・実施 
 ○  

□□水質汚

染事故 

 

Ａ浄水場は取水・浄水停止 

Ｂ浄水場は稼動 

・断水範囲：Ａ給水区域全域 

・断水人口    ：○○○人

・応急復旧目標期間：○日間 

・応急給水目標： ３L/人･日程度 

(給水車両等による)

 

 

給水車両(最大)： 

○○台/日 

 

応急給水人員(最大)： 

○○班/日・○○人/日

 

応急復旧人員(最大)： 

 ○○班/日・○○人/日

 － － － － 

応急給水計画の策定 ○   

応急給水の実施  ○  

緊急措置、応急復旧計

画の策定・実施 
○   

    

△△水質汚

染事故 

 

 

Ａ浄水場は稼動 

Ｂ浄水場は取水・浄水停止 

・断水範囲：Ｂ給水区域全域 

・断水人口    ：○○○人

・応急復旧目標期間：○日間 

・応急給水目標： ３L/人･日程度 

(給水車両等による)

 

 

給水車両(最大)： 

○台/日 

 

応急給水人員(最大)： 

○班/日・○人/日 

 

応急復旧人員(最大)： 

 ○班/日・○人/日     
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２．予防対策 
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2．予防対策 
2.1 応急体制組織と業務 

水質汚染事故時の応急対策業務は、初動体制の確立、応急体制の確立、応急給水、

緊急措置、応急復旧に大別される。表 2-1 (PⅡ-13 参照)に応急対策業務（業務概要

表）を示す。 

 

2.1.1 初動体制の確立（職員の動員と配備等） 

水質汚染事故時の職員の非常配備基準を表 3-1(PⅡ-22 参照)に、非常配備体制を

表 3-2 (PⅡ-23 参照)に示す。 

また、表 3-3 (PⅡ-24 参照)、表 3-4 (PⅡ-25 参照)に水質汚染事故時の初動体制

を確立するための職員の行動等（例）をまとめている。 

なお、勤務時間外に水質汚染事故が発生した場合は、連絡網により参集すること

を基本とする。 

また、水質汚染事故・情報の第一報が外部より通報された場合、または自ら把握

した場合に、その内容を詳細確認するとともに、直ちに関係部署にその情報を伝達

できるよう、情報管理体制の確立、伝達方法・伝達経路の整備を図る。 

 

2.1.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水 

１）水質事故対策本部 

水質汚染事故時の応急活動を円滑に推進するために図 2-1(PⅡ-14 参照)に示す水

質事故対策本部長、水道技術管理者、応急対策班（総務班、応急給水班、取・浄水

班、管路班）で構成する水質事故対策本部(以下、対策本部という)を設置する。 

 

２）水質事故対策本部会議 

水質事故対策本部の中に、水質事故対策本部長、水道技術管理者、総務班長、応

急給水班長、取・浄水班長及び、管路班長で構成する水質事故対策本部会議(以下、

対策本部会議という)を設ける。 

対策本部会議の主な決定事項等は次のとおりとする。 

（１） 発生した水質事故による被害状況を把握し、想定水質汚染事故の被害と

を比較して、緊急措置、応急復旧、応急給水の範囲・規模・目標等 

（２） 他の水道事業体等への応急給水、応急復旧の応援要請の方針 

（３） その他応急対策に必要な事項 

早急・適切な対応が行えるよう、想定される水質汚染事故に応じて、事前に状況

の判断方法や対策等を策定し、緊急措置実施の判断を行う責任者や指示系統を明確
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に定める。 

 

３）水質事故対策本部長等（PⅡ-34～35 参照）   

・水質事故対策本部長･･･水質事故対策本部の運営管理全般の統括を行う。 

・水道技術管理者･･･････水質事故対策本部の技術面の運営管理の統括を 

            行う。 

 

４）各応急対策の担当業務 

応急対策班（総務班、応急給水班、取・浄水班、管路班）の基本的な業務内容と

役割は以下のとおりである。 

応急対策班は班活動の指揮・命令を行う班長とその補佐・代理を行う副班長によ

り統括する。 

それらの統括の下、役割に応じて担当および現場作業を行うチームを置く。各担

当には担当責任者を置き、業務を統括する。 

 

(1) 総務班(PⅡ-36～43 参照) 

総務班は関係機関等との情報連絡、応援事業体等への応援要請等を行う。 

（情報連絡） 

・水質汚染事故の状況、断水状況、応急給水状況、応急給水・復旧計画の確認 

・厚生労働省、都道府県等への状況報告 

・広報、苦情処理等 

 

（応援要請等） 

・応援事業体に対する緊急措置、応急復旧、応急給水の応援要請と配備 

 

(2) 応急給水班(PⅡ-44～51 参照)  

応急給水班は断水状況等を把握して、応急給水計画を策定し、給水車両等を用

いて応急給水を行う。 

 

(3) 取・浄水班(PⅡ-52～60 参照) 

取・浄水班は水源・浄水施設等について、水質汚染状況の把握と緊急措置を行

い、応急復旧計画を策定し応急復旧(洗浄、通水等)を行う。 

 

(4) 管路班(表 PⅡ-61～67 参照) 

管路班は管路について、水質汚染状況の把握と緊急措置を行い、応急復旧計画
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を策定し応急復旧を行う。 

 

５）情報連絡体制 

水質汚染事故時の外部との情報連絡や内部における指揮命令、情報収集、広報等

の情報連絡体制を「4.2 情報連絡系統図」(PⅡ-68～70 参照)に示す。 
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                                                                                             表 2-1 

 

 

1 職員の動員と配備

2 対策本部の設置

11 対策本部の活動の統括・指揮・命令［対策本部長、水道技術管理者］

12 班の活動の統括・指揮・命令［班長］

13 担当の活動の統括［担当責任者］

14 対策本部会議（本部会議）［対策本部長、水道技術管理者、班長］

15 班会議［各班の構成員全員］

16 他班との連絡調整［担当責任者］

21 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係）

22 通信機器の確保

23
水質汚染事故、緊急措置、応急給水等の状況、
応急給水・復旧予定の確認

24 消防、他のライフライン等への連絡

25 病院等への連絡

26 厚生労働省、都道府県等への状況報告

27 広報

28 電話等受付（苦情処理等）

30 緊急措置等の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

31 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

41 事故記録の作成

71 資料等の準備（緊急措置関係）

72 水質汚染事故状況の調査（水質検査含む）・緊急措置等

74 施設の運転管理、系統間水運用等

81 応急復旧計画の作成

92 応急復旧作業（洗浄、通水等）の実施

93 水質検査の実施

51 資料等の準備（応急給水関係）

52 応急給水計画の作成（運搬給水等）

61 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む）

注） *1 　 　：　当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行

　　　　※各班には、主要業務（○の部分）以外の業務もある。

応急給水 ５．応急給水の計画作成と実施

４．事故記録の作成

緊急措置等 ７．水質汚染状況の判断と緊急措置等

応急復旧 ８．応急復旧の計画作成と実施

初動体制の確立 ０．初動体制の確立等

応急体制の確立

１．指揮・命令、総合調整

指揮・命令

会議等

２．情報連絡・市民対応

情報連絡等

市民対応

３．他事業体への応援要請

業務区分

表 2-1　応急対策業務（業務概要表）

業務項目

 ： 応援を依頼する業務項目

当事業
体

共同
応援
事業体

対策本部
長

水道技術
管理者

総務班
応急給水
班

取・浄水
班

管路班

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

行う担当（○の部分）。

主な実施担当＊１実施主体
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図 2-1 水質事故対策本部の組織 

 

 

   

総務班 

応急給水班 取・浄水班 管路班 

応急給水チーム★ 
(ブロック責任者) 
（PⅡ-51 参照） 

応急給水チーム★ 
（PⅡ-51 参照） 

管路チーム 
(ブロック責任者)
( PⅡ - 6 7 参 照 )

管路チーム 
(PⅡ -67 参 照)

取・浄水チーム★
（PⅡ-59～60 参照）

調査・広報担当 
（PⅡ-40～42 参照）

統括（班長等）
（PⅡ-39 参照）

動員・調達担当 
（PⅡ-43 参照） 

水質事故対策本部長
（PⅡ-35 参照） 

水道技術管理者 
（PⅡ-35 参照） 

統括（班長等） 
（PⅡ-47 参照） 

統括（班長等）
（PⅡ-55 参照）

統括（班長等）
（PⅡ-64 参照）

計画・情報担当★ 
(担当責任者を含む)
（PⅡ-56～58 参照）

計画・情報担当 
(担当責任者を含む)
（PⅡ-65～66 参照）

（水質事故対策本部長等）

：水質事故対策本部会議委員 

★  ：応援事業体あるいは共同で実施する。 

計画・情報担当★ 
(担当責任者を含む) 
（PⅡ-48～50 参照） 
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2.2 応急対策資料の準備 

水質汚染事故時の初動体制の確立、応急体制の確立、緊急措置、応急給水、応急

復旧の活動を迅速・的確に行うための応急対策資料は表 2-2のとおりとし、これら

を定期的に更新する。 

これらの資料は水道課(市役所)と浄水場、ポンプ場に分散して保管する。 

 

表 2-2 応急対策資料（事前準備） 

資  料 補 足 説 明 備考 *1 *2 *3 *4 *5

非常配備体制表 

（電話連絡網兼用） 

非常配備基準毎に配備要員と電話連絡

の流れを明記。 

PⅡ-23 
参照 

○     

関係機関連絡先リスト 

水質事故発生時に情報連絡や応援要請

を行う関係機関を対象に、電話番号、FAX

番号、本市の担当窓口等を明記。 

PⅡ-16 
参照 

○     

指揮命令・連絡調整系統図 組織構成と情報連絡の流れを明記。 
PⅡ-68～
70 参照 

○     

水源流域一般平面図 
本川、支川、工場、畜舎、下水処理場等

の排水処理施設、取水位置等を明記。 

PⅡ-78 

参照 
○     

重要施設等位置図 

(給水拠点と給水対象施設) 

運搬給水基地、給水拠点、避難所、病院、

福祉施設等の重要施設、水道課の位置等

を明記。 

 ○ ○    

水道施設一般平面図 

取水場、導水管、浄水場、送水管、配水

池、配水本管、配水区域、これらのフロ

ー(水の流れ)を明記。 

 ○  ○   

機器操作マニュアル 浄水場、ポンプ場の運転操作方法を明記     ○  

配管図 
導水管、送水管、配水本管、重要施設に

至る配水管、空気弁等も明記。 
     ○

注）*1 水質汚染事故対策マニュアルの資料として整理しておく 

*2 応急給水計画の立案や応援事業体等に対する応急給水場所等の提示に使用 

*3 配水系統の変更、水運用に使用 

*4 浄水場、ポンプ場等の緊急措置等の運転操作、応急復旧に使用 

*5 管路の緊急措置等の操作、応急復旧に使用 
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2.3 関係機関との連携 

水質汚染事故時に、事故の発生状況等について問い合わせを行う関係部署、被害

状況等を報告する国や都道府県の水道担当部署、および応援協定に基づき緊急措置、

応急復旧、応急給水等の応援要請を行う水道事業体、地元業者等の関係機関との情

報連絡体制を表 2-3に示す。なお、国や都道府県の水道担当部署に対しては、「飲料

水健康危機管理実施要領について」（参考資料１（PⅡ-95 参照））に基づき、水質異

常の詳細な内容、措置の内容等を報告する。 

表 2-3 関係機関との情報連絡体制(例) 

 

応急
給水班

浄水施設
復旧班

管路
復旧班

調査･広報
担当

動員･調達
担当

計画･情報
担当

計画･情報
担当

計画･情報
担当

厚生労働省健康局水道課*1 ０３－３５９５－２３６４ ○

○○県生活衛生部*1 ***-***-**** ○

○○県災害対策本部*1 ***-***-**** ○

公衆衛生担当部局 ***-***-**** ○

○○市保健所 ***-***-**** ○

国土交通省○○工事事務所 ***-***-**** ○ ○

○○川水質連絡協議会 ***-***-**** ○

公共用水域・地下水保全担当部局 ***-***-**** ○

毒物・劇物の製造等の監視指導担当部局 ***-***-**** ○

危険物を所管する消防担当部局 ***-***-**** ○

市消防局 ***-***-**** ○

日本水道協会本部 ０３－３２６４－２４９６ ○

日本水道協会○○地方支部 ***-***-**** ○

日本水道協会○○県支部 ***-***-**** ○

日本水道協会○○ブロック支部 ***-***-**** ○

○○市(応援協定締結都市) ***-***-**** ○

○○水道用水供給事業 ***-***-**** ○ ○

自衛隊*3 ***-***-**** ○

○○県トラック協会○○支部*2 ***-***-**** ○

応急給水作業協力者(ボランティア等)*1 ***-***-**** ○

施設維持管理受託業者 ***-***-**** ○

機械設備業者 ***-***-**** ○

電気計装設備業者 ***-***-**** ○

水処理薬品業者 ***-***-**** ○

水質分析機器業者 ***-***-**** ○

○○市建設業協同組合 ***-***-**** ○ ○

小中学校等 ***-***-**** ○

病院 ***-***-**** ○

福祉施設 ***-***-**** ○

注） *1 被災状況等の報告を行う。
*2 給水車、給水タンクを載せるトラックを借用する場合。

本市担当

応急給水
応援団体

浄水施設等
復旧

応援団体

総務班

国・県

関係機関 電話番号

水道
事業体

重要施設

市関係機関
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2.4 教育・訓練等 

2.4.1 教育 

水質汚染事故の基礎知識、被害想定、事故発生時の各自の職務分担等について、

本マニュアル等を教材として、研修会、講習会を開催し、職員の水質汚染事故時に

おける判断力の養成、防災上の知識および技術の向上を図る。 

 

2.4.2 訓練等 

水質汚染事故に対する訓練は、動員、情報連絡、状況判断・緊急措置、応援要請・

受入、応急給水や応急復旧の計画策定と実施等について、各項目を組み合わせて年

○回程度行うこととする。 

 

１）動員訓練 

(1) 職員の動員・配備と水質事故対策本部の設営 

２）情報連絡訓練 

(1) 指揮命令事項の伝達 

(2) 水質汚染事故の情報収集・整理と市民・報道機関等への広報 

(3) 各会議の実施 

３）水質汚染事故の状況確認・判断、緊急措置訓練 

(1) 水質汚染事故状況等の確認・判断（水質検査を含む） 

(2) 水質汚染事故への対応・緊急措置 

４）応援要請、受入・配備訓練 

(1) 緊急措置、応急復旧、応急給水の応援要請と受入・配備 

５）応急給水訓練 

(1) 応急給水計画の策定 

(2) 応急給水の実施 

６）応急復旧訓練 

(1) 応急復旧計画の策定 

(2) 応急復旧の実施 
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2.5 水道施設等の水質汚染事故対策 

2.5.1 水質汚染事故対策全般 

「1.5 被害想定と応援依頼等」に基づき、水質汚染事故が想定される取水施設や

浄水施設への粉末活性炭設備の設置や連絡管の整備、水質監視機器の設置等を、重

要度、緊急度の高いものから順に計画的に行う。 

 

・取・浄水施設への粉末活性炭設備の設置 

・水源系統間の連絡管の整備 

・水質監視機器の設置 

  原水・浄水・配水の自動水質監視計器の設置 

  魚類による水質監視装置、ＩＴＶ監視装置の設置 

・必要機材の備蓄・整備 

  事故状況の判断に必要な機材(採水器具､簡易水質検査器具等)(表 2-4,5 参照) 

  緊急措置に必要な資料（オイルフェンス、オイルマット等） 

  応急給水に必要な機材（給水車、可搬式給水タンク等） 

 

表 2-4 水質汚染事故対応における試験項目とその方法(例) 

 

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」  
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表 2-5 現場出動時の携行品(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」 

 

 

2.5.2 クリプトスポリジウム対策 

「水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針」(参考資料３(PⅡ-105)参照)

に基づき、クリプトスポリジウム対策の予防対策として以下の事項について記述す

る。 

 

１）水道原水に係るクリプトスポリジウムによる汚染のおそれの判断 

①以下のいずれかの場合には、大腸菌及び嫌気性芽胞菌（以下、｢指標菌｣という。）

の検査を実施し、いずれかの菌が検出された場合には、水道原水のクリプトス

ポリジウムによる汚染のおそれがあると判断する。 

  ・水道の原水から大腸菌群が検出されたことがある場合 

  ・水道の水源となる表流水、伏流水若しくは湧水の取水施設の上流域又は浅

井戸の周辺に、人間又は哺乳動物の糞便を処理する施設等の排出源がある

場合 

②①において指標菌が検出されなかった場合、クリプトスポリジウムを除去でき

る浄水処理を実施していない施設にあっては、水道原水の指標菌の検査を毎月

1回以上実施する。 

 

２）予防対策 

クリプトスポリジウムによる汚染のおそれがある水道水源から取水する場合、次

の対応措置を講ずる。 

(1) 施設整備 

クリプトスポリジウムによって水道原水が汚染されるおそれのある浄水場で

は、クリプトスポリジウムを除去することができる浄水処理を行う。 
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汚染のおそれがあるにもかかわらず、これらの浄水処理を実施していない浄

水場においては、早急に浄水処理施設の整備を実施するか、又は、クリプトス

ポリジウムによって汚染されるおそれのない水源からの取水に変更する。 

 

(2) 浄水処理の徹底 

①ろ過池出口の水の濁度を常時把握し、ろ過池出口の濁度を 0.1 度以下に維持

する。 

②ろ過方式ごとに適切に浄水管理を行う必要があるが、特に急速ろ過法を用い

る場合にあっては、原水が低濁度であっても、必ず凝集剤を用いて処理を行

う。 

③凝集剤に注入量、ろ過池出口濁度等、浄水施設の運転管理に関する記録を残

す。 

 

(3) 水源対策 

表流水若しくは伏流水の取水施設の近傍上流域又は浅井戸の周辺にクリプト

スポリジウムを排出する可能性のある汚水処理施設等の排水口がある場合には、

当該排水口を取水口等より下流に移設し、又は、当該排水口より上流への取水

口等の移設が恒久対策として重要であるので、関係機関と協議のうえ、その実

施を図る。 
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３．応急対策 
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3．応急対策 
水質汚染事故発生後、予防対策であらかじめとりまとめた「初動体制」を迅速に

確立し、緊急措置等の初期活動を行う。 

初期活動では、水質汚染事故の被害状況を調査し、想定水質汚染事故による被害

と比較し、これらを基に応急対策の実施体制を計画する。その結果、当事業体で対

応できないことが判明した場合、他事業体に応援を依頼して「応急体制」を速やか

に整備し、応急給水および浄水施設・管路等の応急復旧(洗浄、通水等)を計画的に

実施する。 

 

3.1 初動体制の確立 

水質汚染事故が発生した場合の非常配備基準を表 3-1 に、非常配備体制を表 3-2

に示す。表 3-1 に示すように、第２・３非常配備の場合、水道事業管理者は水質事

故対策本部を設置する。 

第１～３非常配備の場合、各職員は初動体制の確立に向け、表 3-3、表 3-4の業

務内容表に示す要領で配備等を行う。 

 

表 3-1 非常配備基準(例) 

非常配備 配備基準 出動範囲 

 
本マニュアルの応急対策
業務のうち、実施するもの
 

第１非常配備 

水源上流域での水質異常がある

が取水停止に至らない場合、及び

取水停止（浄水停止）を行うが水

運用等によって送配水が継続で

きる場合 

班長以上、 

取・浄水班 

汚染状況等の把握、緊急措

置、情報連絡等。(水質事

故対策本部体制に準じて、

これらの業務を実施) 

第２非常配備 

(水質事故対策

本部設置) 

長時間の取水停止（浄水停止）を

行い、減断水を生じる場合 

班長、担当責

任者以上、 

取・浄水班 

汚染状況等の把握、緊急措

置、応急給水・応急復旧の

実施、情報連絡等。 

第３非常配備 

(水質事故対策

本部設置) 

給水の緊急停止を行う場合 職員全員 
応援要請を含め、全ての業

務を実施。 
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表 3-2 非常配備体制(例) *3 

第１非常配備   

第２非常配備  

災害時の

組織 

平常時の

組織 
第３非常配備 

水質事故
対策
本部長 
 

水道技術 
管理者 

水道課長 
 
 

水道技術 
管理者 

   

取・浄水 

斑 
浄水係 

   

総務班 
庶務･ 

経理係 

   

応急 

給水班 
営業係 

   

管路班 工務係 

   

１０人   

１３人  職員数 

２２人 

注）*1 班長  *2 担当責任者 

*3 職員が不在の場合、あらかじめ定めておいた次位の職員を配備する。 

○○係員*2 
Tel ***-**** 

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係長*1 
Tel ***-****

○○係員*2 
Tel ***-**** 

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係長*1 
Tel ***-**** 

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係長*1 
Tel ***-**** 

○○係員*2 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○係員 
Tel ***-****

○○水道課長 
Tel ***-**** 

○○水道技術管理者
Tel ***-**** 

○○係長*1 
Tel ***-****

○○係員*2 
Tel ***-****
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表 3-3 初動体制の確立(全職員) 

 

全職員 
実施主体 主な実施時期

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 

（太字：主要業務  ）

（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □  1）職員の動員と配備 
(1) 職員の動員(参集) 
(※勤務時間外に水質

汚染事故が発生し
た場合) 

 
水質汚染事故発生後、動員指令を受けた場合*1、職員は以下の

要領で参集する。 
 

① 水質汚染事故発生後、職員は勤務場所(浄水係以外は市役所、

浄水係は○○浄水場あるいは水源水質事故が発生した河川

等)に参集する。 

 
② 参集した職員は、参集したことを各班の計画・情報担当(総務
班は動員・調達担当)に報告する。 

 
 

 
*1「表3-2 非常配備体制表(電話連絡網
兼用)」を利用。 

 
 
 

○   □  2）水質事故対策本部の設
営 

① 対策本部の設置の決定に基づき、総務班の職員が中心となっ

て、水質事故対策本部の設営*1を行う。 

 

*1 通信機器、放送機器、資料、情報掲示
板等の整備を行う。 
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表 3-4 初動体制の確立(対策本部長／水道技術管理者) 

 

 

 

 

本部長／水道技術管理者 
実施主体 主な実施時期

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

対 策 本 部 長 (本 部 長 )    

○   □  1）対策本部の設置 ① 水質汚染事故の状況を把握した上で、対策本部の設置等の非

常配備体制を決定する。 

 

 

水道技術管理者    

○   □  11）対策本部の設置 ① 対策本部の設置等の非常配備体制を決定にあたり、本部長を

技術面から補佐する。 

 

「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 
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3.2 応急体制の確立、緊急措置、応急復旧、応急給水 

3.2.1 水質事故対策本部 

予防対策であらかじめ定めた「水質事故対策本部」体制に基づき、会議・業務を

実施し、緊急措置、応急復旧、応急給水等を計画的に進める。（図 2-1 (PⅡ-14)参

照） 

 

3.2.2 水質事故対策本部会議  

初動体制が確立された段階や被害状況・断水状況等が確認できた段階、および応

急復旧・応急給水を進める段階において、定期的あるいは臨時に水質事故対策本部

会議を開催し、次の事柄を決定する。 

なお、構成メンバーが出席できない場合、代理の職員が出席する。 

（１） 発生した水質事故による被害状況を把握し、想定水質汚染事故の被害とを

比較して、緊急措置、応急復旧、応急給水の範囲・規模・目標等 

（２） 他の水道事業体等への応急給水、応急復旧の応援要請の方針 

（３） その他応急対策に必要な事項 

 

3.2.3 水質事故対策本部長等（PⅡ-34～35 参照） 

対策本部の統括を行う水質事故対策本部長、水道技術管理者は、対策本部活動の

指揮・命令、本部会議の開催等を実施する。 

 

3.2.4 各応急対策班の担当業務 

水質事故対策本部会議の方針決定に基づき、予防対策であらかじめ準備した、応

急対策班の「業務内容表」、「応急対策資料」及び「関係機関との連携」等の資料を

活用し、組織として、応急対策の諸業務を迅速・的確に実施する。 

１）総務班の業務（PⅡ-36～43 参照） 

組織的な応急体制を確立するため、総務班の業務内容表に基づき、総務班の指揮・

命令、他班との総合調整、情報連絡、市民対応、他事業体への応援要請等を迅速・

的確に実施する。 

 

２）応急給水班の業務（PⅡ-44～51 参照） 

想定水質汚染事故による想定断水状況と発生した水質汚染事故による断水状況を

比較して、応急給水体制、応援依頼の規模等を設定する。 

応急給水は配水池等における飲料水の確保状況、水道施設の稼働状況等を踏まえ

て、応急給水班の業務内容表に基づき、運搬給水、拠点給水、仮設給水から当該地

区に適切な給水方式を採用して実施する。 
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(応急給水の充実) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 応急給水対策の分類 

出典：社団法人 日本水道協会「水道維持管理指針」 

 

３）取・浄水班の業務（PⅡ-52～60 参照）・管路班の業務（PⅡ-61～67 参照） 

(1) 水質汚染事故対策全般 

ｱ) 基本的事項 

水質異常時の対策については、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則

の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（厚生労働省健康局水

道課長通知 平成 15 年 10 月 10 日）(参考資料２(PⅡ-103)参照)に基づき、次の対

応措置を講ずる。 

１ 水質検査の結果、水質基準を超えた値が検出された場合には、直ちに原因究明

を行い、基準を満たすため下記２から５に基づき必要な対策を講じる。なお、水

質検査結果に異常が認められた場合に、確認のため直ちに再検査を行う。 

２ 一般細菌及び大腸菌については、その水道水中の存在状況は病原微生物による

汚染の可能性を直接的に示すものであるので、それらの評価は、検査ごとの結果

を基準値と照らし合わせて行うべきであり、基準を超えている場合には、水質異

常時とみて別紙３*1 に従い、直ちに所要の措置を講ずる。また、塩化物イオンな

ど病原微生物の存在を疑わせる指標としての性格も有する項目（水道法施行規則

第１５条第１項第４号において省略が可能とされていない項目のうち、総トリハ

ロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロ

モホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸及びホルムアル

デヒド以外の項目をいう。）についても、その値が大きな変動を示した場合には、

上記に準じて対応する。 

３ シアン化物イオン及び塩化シアン並びに水銀及びその化合物については、生涯

にわたる連続的な摂取をしても、人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性

を十分考慮して基準値が設定されているが、従前からの扱いを考慮して、上記２

に準じて対応をとる。 

水の確保 

資機材の備蓄 

応急給水体制 

拠点給水設置場所 

配水管整備 

耐震性貯水槽 

小中学校等 

公共施設等 

医療機関等への給水 

運搬給水 

拠点給水

仮設給水

応急給水対策 
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４ 新基準省令の表中１の項から３０の項までの上欄に掲げる事項のうち上記２及

び３に示した項目を除いては、長期的な影響を考慮して基準設定がなされている

が、検査ごとの結果の値が基準値を超えていることが明らかになった場合には、

直ちに原因究明を行い所要の低減化対策を実施することにより、基準を満たす水

質を確保する。基準値超過が継続すると見込まれる場合には、水質異常時とみて

別紙３*1 に従い所要の対応を図る。 

５ 新基準省令の表中３１の項から５０の項までの上欄に掲げる事項については、

その基準値を超えることにより利用上、水道水として機能上の障害を生じるおそ

れがあることから、検査ごとの結果の値を基準値と照らし合わせることにより評

価を行い、基準値を超えていることが明らかになった場合には、水質異常時とみ

て別紙３*1 に従い所要の対応を図る。 

注) *1 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 

並びに水道水質管理における留意事項について」の別紙３を参照。 

（厚生労働省健康局水道課長通知 平成 15 年 10 月 10 日） 
 

ｲ) 状況判断、緊急措置等の対策 

水源水質汚染事故に対する状況判断、緊急措置等の対応フローを図 3-2に示す。 
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図 3-2 水源水質汚染事故対応フロー(例) 

緊急措置 

無

有・不明

有・不明

No 

No 
Yes

Yes

水質調査 

住民からの 
直接受信 

テレビ、ラジオの放送など

水質関係者外から受信 

他の水道事業体環境行政部局

等からの連絡網により受信 

河川管理者及び同一水

系の水道事業体へ連絡

及び調査の依頼 

同一水系の水道事業体

あるいは河川管理者か

ら情報収集 

情報入手

水道関係の責任者へ情報連絡

水道技術管理者 
水道施設運転の責任者への

連絡・指示 

取水停止 

・ 系統切替 

・ 応急給水 

・ 広報 

分析機関へ依頼する 

調査

分析

情報収集（水質情報を含む）

内部情報連絡（①と同様）

通常状態へ復帰（広報）

おわり

浄水処理の強化 

粉末活性炭 

塩素 

凝集剤など 

水道事業管理者 

影響の判断

浄水処理で 

対応可能か 

影響の判断

直営分析

可能か 

無

出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の

監視対策指針 2002」 ※一部修正 

発生日時、場所、発見者 
異常の内容（種類､原因､規模等）
通報経路 

内容内部情報連絡(①) 
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浄水処理、塩素消毒の強化 応急復旧対策等 

事故状況等の判断

現地急行、臨時水質検査 

(魚の斃死症状による原因物質の特定、バイオア

ッセイ技術による簡易毒性試験等を含む) 

汚染物質の特定、汚染状況等の調査 

影響緩和措置（オイルフェンス、粉末活性炭等） 

取水の停止 

配水系統の変更・水運用 

事故の対応・緊急措置

給水の緊急停止 

給水確保・応急復旧 

応急復旧(洗浄、通水等) 

 

ここで、水源水質汚染事故の状況判断にあたっては、河川等の魚の斃死等の症状

により、原因物質を特定したり、バイオアッセイ技術を用いた簡易毒性試験により、

有害性を判定する。（「水質事故対策技術 2001 年版」(国土交通省水質連絡会編)を参

照） 

これらは、必要に応じ委託契約を締結している水質検査機関に委託して実施する。 

緊急措置等は、水質汚染事故の被害状況等を把握した上で、あらかじめ検討した

方法を参考に実施する。 

想定水質汚染事故と発生した水質汚染事故を比較して、応急復旧体制、応援依頼

の規模等を設定する。 

なお、緊急措置等は、定められた様式等を用いて、水質汚染状況の確認・判断等

を含めて正確に記録しておく。 

状況判断、緊急措置、応急復旧等について対策体系を整理したものを図 3-3 に、

水質汚染事故の発生場所、原因別に対応策を整理したもの表 3-5に示す。 

また水源水質汚染事故時の水質試験項目、具体的な措置の例を表 3-6に示す。 

 

 

図 3-3 状況判断、緊急措置、応急復旧対策等の分類 

出典：財団法人 水道技術研究センター「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル(平成

11 年 2 月)」※一部修正 
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表 3-5 水質汚染事故種別の対応策 

  

 

  

表 3-6 水源水質汚染事故時と具体的な措置の例 

想定される事故原因 水質検査項目 具体的措置

油類
不法投棄、重油タンク、灯油タンクからの
流出、温泉揚水ポンプからの流出、舗装工
事路材、土木工事機械からの流出

臭気度、油種類の特定 ①「油事故対策要領」で対応
②油の流出防止・除去、ｵｲﾙﾌｪﾝｽ･ｵｲﾙﾏｯﾄ布
設、取水停止、活性炭処理、池槽清掃

異
臭
味
屎尿・腐敗

養豚、養鶏の糞尿の混入、下水の無処理水
流入、屎尿の不法投棄、特定施設・浄化槽
等の排水の流入、屎尿の不法投棄、特定施
設・浄化槽等の排水の流入、ダム浚渫、河
川改修工事に伴う底質の流入

臭気度、アンモニア性窒素、塩素
イオン濃度、過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘﾑ消費
量、細菌試験、塩素要求量

①原因物質の流出防止・除去
②臭気が強い場合は、活性炭処理
③塩素注入量の増加

①原因物質の流出防止・除去、取水停止、
活性炭処理等
②原因物質の特定
①原因物質の特定、流出防止、除去
②送水水質の安全の確認
③活性炭による除去効果の確認
④取水停止・再開の検討

降雨、河川改修等 濁度、アルカリ度、ジャーテスト
鉱山事故、藻類の大量発生、工場排水や都
市下水の流入

生物試験、pH値

①ﾏﾝｶﾞﾝ濃度に応じたﾏﾝｶﾞﾝ処理
②塩素注入量を増加
①原因物質の流出防止・除去
②臭気が強い場合は、活性炭処理
③塩素注入量の増加

凝集剤、アルカリ剤の調整

鉱山事故、ダム工事、浚渫等

選鉱薬品の流入、有害・有毒物質の混入、
農薬類の流入

鉱山廃水、廃滓、選鉱薬品の流入、塗料の
流入、工場排水の流入

臭気度、味、電気伝導度、pH値、
重金属、フェノール等

溶存酸素、水温、pH値、重金属
類、農薬類、シアン、その他

電気伝導度、重金属類

畜産排水、屎尿不法投棄 屎尿・腐敗に同じ
残留塩素の低下

区分

マンガンの上昇

ｐＨ値の異常

魚類の異常

薬品

濁度の上昇

 

  出典：社団法人 日本水道協会「突発水質汚染の監視対策指針 2002」 

ｵ
ｲ
ﾙ
ﾌ
ｪ
ﾝ
ｽ

吸
着
マ
ッ

ト

粉
末
活
性
炭

有害物質・汚物等の流入 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

海水の遡上・混入 ○ ○ ○

地下水系
原水

有害物質・汚物等の浸透・流入 ○ ○ ○ ○ ○

毒物・農薬等の投入

薬品注入不足・過剰注入 ○ ○ ○ ○

汚水等の流入

汚水等の流入（配水池）

毒物・農薬等の投入 ○ ○ ○

土砂・汚水等の流入（管路）

クロスコネクション

汚水等の逆流・流入 ○ ○

給水管－私設井戸接合

小規模水道 受水槽への汚水等の流入・浸入 ○

井戸水等
水源井戸への汚物・農薬等の
流入・浸入

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

感染症（病原性微生物）の発生

水系伝染病・食中毒の発生 ○ ○ ○ ○ ○

薬品中毒の発生
注）※1 水源汚染事故が水源において発生した場合、取水停止となり、浄水施設において発生した場合

浄水停止となる。（取水停止が長時間に及ぶ場合は必然的に浄水停止となる。）

水系感染症・食中毒の
発生

想定事例

浄水施設

送配水施設

給水装置

水道水源・
原水

水道施設

表流水系
原水

対応策（緊急措置等）

緩和措置 浄
水
処
理
・
塩
素
処
理

の
強
化

取
水
停
止

浄
水
停
止

給
水
停
止

配
水
系
統
の
変
更
・

水
運
用

そ
の
他
の
措
置

※1 ※1

 出典：財団法人 水道技術研究センター「水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル(平
成 11 年 2 月)」※一部修正 
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(2) クリプトスポリジウム症が発生した場合の応急対応 

クリプトスポリジウム症が発生し、水道水が原因であるおそれがある場合には、

「水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針」(参考資料３(PⅡ-105)参照)

に基づき、次の対応措置を講ずる。 

①応急対応の実施 

都道府県の関係部局と連携して応急対応を実施する。 

②水道利用者への広報・飲用指導等 

下痢患者等の便からクリプトスポリジウムが検出される等、水道が感染源で

あるおそれが否定できない場合には、直ちに水道利用者への広報・飲用指導等

を行う。 

③水道施設における応急対応 

水道水がクリプトスポリジウムに汚染された可能性のある場合には、給水停

止の措置を講じた上で、浄水処理の強化を行うか、または、汚染されているお

それのある原水の取水停止・水源の切り替え等を実施する。 

その後、配水管等の洗浄を十分に行った上で、クリプトスポリジウムの有無

の検査により、飲用水としての利用に支障がないと判断された場合に給水を再

開する。 
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４. 応急対策業務手順図表 

４.1 業務内容表 
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4.1.1 対策本部長等の業務 
     ［対策本部長、水道技術管理者］ 
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本部長／水道技術管理者 
実施主体 主な実施時期

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

対 策 本 部 長 (本 部 長 )    

○   □ □ 11）対策本部活動の指
揮・命令 

① 各班では対応が困難な事項が生じた場合、必要に応じて各班

を指揮・命令し、対策本部の活動の円滑化を図る。 

 

「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 以下の事項を決定する。 

・応急給水・応急復旧の目標 
・応援要請の範囲・規模等 

② 各班の活動状況及び今後の活動方針を確認する。 

③ 必要に応じて各班の活動を指揮・命令する。 
 

 

水道技術管理者    

○   □ □ 11）対策本部活動の指
揮・命令 

① 本部長を技術面から補佐して、対策本部の活動の円滑化を図

る。水道法第19条の水道の技術上の管理業務（水質検査、消

毒その他衛生上必要な措置、給水の緊急停止等）について、

監督等を行う。 

 

「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 本部長を技術面から補佐して、本部会議の円滑化を図る。重

要事項の決定、各班の活動状況・方針の確認等を技術面から

支援する。 
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4.1.2 総務班の業務 
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総務班の組織 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 区分 人員 

◎ 水道課職員 4 人 

○ 市長部局職員 8 人 

★ 応援事業体職員等 － 

計 12 人 

統括（班長等） 

［PⅡ-39 参照］ 

調査・広報担当 

[PⅡ-40～42 参照] 

動員・調達担当 

[PⅡ-43 参照] 

 ◎担当責任者：＊＊＊＊ 

◎班 長：＊＊＊＊(係長) 

◎副班長：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ◎担当責任者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－38

総務班の業務 

 

班長
担当
責任者

調査
広報
担当

動員
調達
担当

11 対策本部の活動の統括・指揮・命令

12 班の活動の統括・指揮・命令 ◎

13 担当の活動の統括 ◎

14 対策本部会議（本部会議） ◎

15 班会議 ◎ ◎ ◎ ◎

16 他班との連絡調整 ◎

21 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係） ◎ ◎

22 通信機器の確保 ○ ◎

23
水質汚染事故、緊急措置、応急給水等の状況、
応急給水・復旧予定の確認

◎

24 消防、他のライフライン等への連絡 ◎

25 病院等への連絡 ◎

26 厚生労働省、都道府県等への状況報告 ◎

27 広報 ◎

28 電話等受付（苦情処理等） ◎ ○

30 緊急措置等の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） ◎

31 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） ◎

41 事故記録の作成 ◎ ○

71 資料等の準備（緊急措置等関係）

72 水質汚染事故状況の調査(水質検査等を含む)・緊急措置等

74 施設の運転管理、系統間水運用等

81 応急復旧計画の作成

92 応急復旧作業（洗浄、通水等）の実施

93 水質検査の実施

51 資料等の準備（応急給水関係）

52 応急給水計画の作成（運搬給水等）

61 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む）

注） *1　◎ ：　当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

　　　　　 ○ ：　主要業務以外の業務を行う担当。

応
急
給
水

応急給水の計画
作成と実施

指
揮
命
令
・
総
合
調
整

緊
急
措
置
等

応
急
復
旧

指揮・命令

会議等

情
報
連
絡
・
市
民
対
応

市民対応

応
急
体
制
の
確
立

事故記録の作成

水質汚染状況の
判断と緊急措置等

応急復旧の計画
作成と実施

情報連絡等

他事業体への
応援要請

業務区分 業務項目

総務班

 ： 応援を依頼する業務項目
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総務班 班長･担当責任者 
実施主体 主な実施時期

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 班長   副班長は班長の補佐、代理を行う。 

○   □ □ 12）総務班活動の指揮・
命令 

① 総務班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 

② 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 

 

○   □ □ 15）総務班会議 
(班会議) 

① 必要に応じて総務班会議を招集する。 

② 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方
針を確認し、必要に応じて修正する。 

 
 
 
 

 担当責任者    

○   □ □ 13）担当の活動の統括 ① 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 15）総務班会議 
(班会議) 

① 総務班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、

活動方針を説明する。 

 

○   □ □ 16）他班との連絡調整 ① 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集す
る。 

② 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせ
に答える。 
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総務班 調査･広報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 15）総務班会議(班会議) ① 総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告す

るとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  21）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 

① 調査･広報担当で使用する資料・様式等を準備する。 

 
② 動員・調達担当に調査・広報担当で必要な通信機器を受け取
る。 

 

○   □ □ 
 

23）水質汚染事故、緊急
措置、応急給水等の状
況、応急給水・復旧予
定の確認 

 

① 各担当から以下に示す水質汚染事故、緊急措置、応急給水等

の状況、応急給水・復旧予定等の情報を確認する。 

   
 (a)応急給水班計画・情報担当 

• 応急給水状況 
• 応急給水計画 
 

(b)取・浄水班計画・情報担当 
• 水質汚染事故の状況(発生時間・場所、事故の種類等)*1
• 緊急措置の状況 
• 施設の運転管理、系統間の水運用の計画と実施状況 
• 水道施設内における汚染水の到達範囲 
• 取・浄水施設等の洗浄・通水等の応急復旧計画と復旧状
況 

 
(c)管路班計画・情報担当 
• 取水停止に伴う各地区の断水状況 
• 管路の洗浄・通水等の応急復旧計画と復旧状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*1 当初は「様式Ｃ１ 水質汚染事故受
付シート」を利用。 
追加情報は、「様式Ｃ２ 水質汚染事
故情報の記録表」を利用 

○   □ □ 
 

24）消防、他のライフラ
イン等への連絡 

① 断水に至るおそれがある場合、消防、他のライフライン等に

水質汚染事故の状況、復旧状況、断水状況等を連絡する。 

 

○   □ □ 
 

25）病院等への連絡 ① 断水に至るおそれがある場合、病院等に水道施設の水質汚染

事故の状況、復旧状況、断水状況、応急給水状況等を連絡す

る。 
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総務班 調査･広報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 26）厚生労働省、都道府
県等への状況報告 

① 厚生労働省および都道府県等に水質汚染事故状況、復旧状況、

断水状況、応急給水状況等を報告する。 

・「表2-3 関係機関との情報連絡体制」
を利用。 

○   □ □ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27）広報 
 

① 市民、マスコミに対し、定期的に以下の情報を広報する。

*1*2*3 

• 応急給水状況（給水場所・時間等）*4*5 
• 応急給水計画 
• 水質汚染事故の状況、緊急措置の状況 
• 取・浄水施設等の洗浄・通水等の応急復旧計画と復旧状
況 

• 取水停止に伴う断水状況 
• 管路の洗浄・通水等の応急復旧計画と復旧状況 

 
② 市民から問い合わせがあった場合、①の情報を広報する。 

*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」
を参照。 

*2マスコミに対しては、情報を定期的
にファックスなどの書面で提供する
制度をとり、関係を友好に保ち、全
面的な協力を求めることが望まし
い。 

*3市民への広報は、掲示板、ちらし等
の文字情報を用いて行うと、読み直
しができるので効果的。 

*4節水の呼びかけや河川水などを飲料
水として使わないことも広報する。 

*5応急給水に関する広報は、応急給水
班と連携して行う。 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理)
(1) 苦情の収集と処理 

① 調査・広報担当あるいは動員・調達担当を通して、市民から

苦情を受け付ける。 

② ①の苦情を整理し、調査・広報担当で処理できるものは処理
する。 

③ 調査・広報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以
下の担当に処理を依頼する。 
応急給水班   計画・情報担当 
取・浄水班   計画・情報担当 
管路班     計画・情報担当 

④ 他班で処理できず、総務班で処理できる苦情を③の担当から
受け付け、処理する。 

 

     (2) 苦情処理の結果の収
集 

① (1)の③の担当から、他班における苦情とその処理結果を収集

する。 
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総務班 調査･広報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○     41)事故記録の作成 ① 対策の終了後、以下の各担当の協力を得ながら、水源水質事

故の状況、対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 

・総務班動員・調達担当 
・応急給水班計画・情報担当 
・取・浄水班計画・情報担当 

  ・管路班計画・情報担当 

問題点などの評価・分析を行い、将来
に役立てることが必要。 
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総務班 動員・調達担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 15）総務班会議(班会議) ① 総務班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告す

るとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  21）資料等の準備 
 

① 動員・調達担当で使用する資料・様式等を準備する。 

 

 

○   □  22）通信機器の確保 
 

① 総務班で使用する通信機器を準備し、調査・広報担当に必要

なものを渡す。 

 

 

○   □  30）緊急措置等の応援要
請と配備 

① 取・浄水班の各計画・情報担当より応援人員等の応援内容を

確認し、以下の応援団体に応援要請を行う。*1*2 

 
応援事業体（日本水道協会を通して） 
 

② 応援団体が到着した際、受付を行い、取・浄水班の計画・情
報担当に引き継ぐ。 

*1「表2-3 関係機関との情報連絡体制」
を利用。 

*2応援団体には、集合場所、連絡先、
連絡方法等を通知する。 

○   □ □ 31）応急給水の応援要請
と配備 

① 応急給水班計画・情報担当より応援人員、給水車両、応急給

水資材等の応援内容を確認し、以下の応援団体に応援要請を

行う。*1*2 

 
応援事業体（日本水道協会を通して） 
ボランティア（市災害対策本部を通して） 
応急給水支援業者等（自衛隊、トラック協会等） 
 

② 応援団体が到着した際、受付を行い、必要な情報を伝達し、
応急給水班計画・情報担当に引き継ぐ。 

 

*1「表2-3 関係機関との情報連絡体制」
を利用。 

*2応援団体等には、集合場所、連絡先、
連絡方法等を通知する。 

 
 
 
 
・総務班の業務に従事可能な水道ＯＢ
に作業の補助を依頼することも有
効。 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理) ① 市民から直接苦情を受けた場合、調査・広報担当に報告する。

 

 

○     41)事故記録の作成 ① 対策の終了後、調査・広報担当に協力して、動員・調達等に

係る対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 

問題点などの評価・分析を行い、将来
に役立てることが必要。 
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4.1.3 応急給水班の業務 
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応急給水班の組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 区分 人員 

◎ 水道課職員 4 人 

○ 市長部局職員 7 人 

★ 応援事業体職員等 ○○人 

計 ○○人 

統括（班長等） 

［PⅡ-47 参照］ 

計画・情報担当 

[PⅡ-48～50 参照]

応急給水チーム 

[PⅡ-51 参照] 

◎班 長：＊＊＊＊(係長) 

◎副班長：＊＊＊＊ 

 ◎担当責任者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

 ○担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

・
・ 
・ 
・ 
・

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 
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応急給水班の業務 

 

班長
担当
責任者

計画
情報
担当

応急
給水
チーム

11 対策本部の活動の統括・指揮・命令

12 班の活動の統括・指揮・命令 ◎

13 担当の活動の統括 ◎

14 対策本部会議（本部会議） ◎

15 班会議 ◎ ◎ ◎ ◎

16 他班との連絡調整 ◎

21 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係）

22 通信機器の確保 ○ ○

23
水質汚染事故、緊急措置、応急給水等の状況、
応急給水・復旧予定の確認

24 消防、他のライフライン等への連絡

25 病院等への連絡

26 厚生労働省、都道府県等への状況報告

27 広報 ○

28 電話等受付（苦情処理等） ○ ○

30 緊急措置等の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

31 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） ◎ ○

41 事故記録の作成 ○

71 資料等の準備（緊急措置等関係）

72 水質汚染事故状況の調査(水質検査等を含む)・緊急措置等 ○

74 施設の運転管理、系統間水運用等

81 応急復旧計画の作成

92 応急復旧作業（洗浄、通水等）の実施

93 水質検査の実施

51 資料等の準備（応急給水関係） ◎ ○

52 応急給水計画の作成（運搬給水等） ◎ ○

61 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む） ○ ◎

注） *1　◎ ：　当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

　　　　　 ○ ：　主要業務以外の業務を行う担当。

応
急
体
制
の
確
立

他事業体への
応援要請

事故記録の作成

情
報
連
絡
・
市
民
対
応

情報連絡等

市民対応

応急給水班

指
揮
命
令
・
総
合
調
整

指揮・命令

会議等

業務区分 業務項目

緊
急
措
置
等

水質汚染状況の
判断と緊急措置等

応
急
復
旧

応急復旧の計画
作成と実施

応
急
給
水

応急給水の計画
作成と実施

 ： 応援を依頼する業務項目
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応急給水班 班長･担当責任者
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

班長   副班長は班長の補佐、代理を行う。 

○   □ □ 12）応急給水班活動の指
揮・命令 

① 応急給水班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 

② 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 

 

○   □ □ 15）応急給水班会議 
(班会議) 

① 必要に応じて応急給水班会議を招集する。 

② 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方
針を確認し、必要に応じて修正する。 

 
 
 
 

担当責任者    

○   □ □ 13）担当の活動の統括 ① 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 15）応急給水班会議 

(班会議) 

① 応急給水班会議において、担当の活動状況を報告するととも

に、活動方針を説明する。 

 

○   □ □ 16）他班との連絡調整 ① 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。

② 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに

答える。 
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応急給水班 計画･情報担当
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 ○  □ □ 15）応急給水班会議 
(班会議) 

① 応急給水班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報

告するとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  51）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 

① 応急給水班で使用する資料・様式等を準備し、応急給水チー

ムに必要なものを配布する。 

 
② 応急給水班で使用する通信機器を準備し、応急給水チームに
必要なものを渡す。 

 

 
 
 
 

○   □ □ 72）水質汚染事故の状況、
緊急措置等の状況、断
水状況等の確認 

① (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。 

 
(a)取・浄水班計画・情報担当 
• 水質汚染事故の状況 
• 緊急措置の状況 
• 浄水施設等の洗浄、通水等の応急復旧作業の進捗状況等

 
(b)管路班計画・情報担当 
• 水質汚染事故による各地区の断水状況 
• 管路の洗浄、通水等の応急復旧作業の進捗状況等 
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応急給水班 計画･情報担当
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 ○  □ □ 52）応急給水計画の策定
等 
 

① 水質汚染事故により断水が生じた場合、断水状況等を整理し

て、以下の内容で応急給水計画を策定する。 

 
• 断水区域および断水人口の想定 
• 災害弱者、高層住宅の所在の把握*1 
• 応急給水量の算定 
• 給水方法の選択 
• 飲料水確保方法の選択 
• 応急給水資機材の選択 
• 応急給水箇所の優先選択*2 
• 応急給水人員、車両等の配備*3 

 
② ①の応急給水計画を総務班調査・広報担当に報告する。 
 
③ ①の応急給水計画を応急給水チームに指示する。 
 
④ 応急給水班の活動に関して、必要に応じて、応急給水チーム
を指揮・命令する。 

 
 
 
*1高齢者、障害者などの災害弱者に対
しては、ボランティアを派遣したり、
広報等により近隣住民に協力を要請
する。 

*2「表2-3 関係機関連絡先リスト」を
利用。 

*3病院等で受水槽に直接給水する場合
ポンプ付き給水車が必要。 

 
 

○   □ □ 31）応急給水の応援要請
と配備 

① 応急給水計画に基づき、応援人員、給水車両、応援給水資材

等を整理し、総務班動員・調達担当に応援要請を依頼する。

*1 

 
② 受け入れた応援団体に対し、応急給水活動方針等を説明し、
応急給水チーム(ブロック責任者)に引き継ぎ、配備する。*2*3
 

*1従事可能な水道ＯＢに応急給水の補
助を依頼することも有効。 

 
*2応援団体から、「様式Ｂ１ 応急給水
応援体制報告書」を収集する。 

*3応援団体に、依頼業務、遵守事項、
連絡方法、作業方法などを説明し、
準備した資料を渡す。 

○   □ □ 61-1）応急給水状況調査 ① 応急給水チーム(ブロック責任者)より応急給水状況の調査結

果を収集する。*1*2 

 
② ①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当に報告する。

*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」
を参照。 

*2「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告
書」を使用。 
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応急給水班 計画･情報担当
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 27）広報 
 

① 給水拠点、避難所、福祉施設等に対し、定期的に以下の情報

を広報する。 

   
• 応急給水状況（給水場所・時間等） 
• 応急給水計画 

 

・広報は総務班の調査・広報担当と連
携して行う。 

・マイク、掲示板等を利用。 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理)
(1) 苦情の収集と処理 

① 計画・情報担当あるいは応急給水チームを通して、市民から

苦情を受け付ける。 

 
② ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理
する。 

 
③ 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以
下の担当に処理を依頼する。 
総務班     調査・広報担当 
取・浄水班   計画・情報担当 
管路班     計画・情報担当 

 
④ 他班で処理できず、応急給水班で処理できる苦情を③の担当
から受け付け、処理する。 

 

 

     (2) 苦情処理の結果の収
集 

① 応 急 給 水 班 に お け る 苦 情 と そ の 処 理 結 果 を 総 務 班

調査・広報担当に報告する。 

 

○     41)事故記録の作成 ① 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、応急給

水の状況・対策全般にわたる記録を速やかに作成する。 

 

問題点などの評価・分析を行い、将来
に役立てることが必要。 
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応急給水班 応急給水チーム
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 ○  □ □ 15）応急給水班会議 
(班会議) 

① 応急給水班会議において、必要に応じてチームの活動状況を

報告するとともに、活動方針を確認する。 

 

 ○  □  51）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 
 

① 計画・情報担当から資料・様式を入手する。 

 
② 計画・情報担当から通信機器を受け取る。 
 

 

 ○  □ □ 52）応急給水計画の確認、
指揮・命令事項の確認

① 計画・情報担当から応急給水計画（応急給水の場所等）を確

認する。 

 
② 計画・情報担当から指揮・命令事項を確認する。 
 

・「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告
書」を使用。 

 ○  □ □ 31）応急給水の応援団体
の配備 

 

① ブロック責任者は、計画・情報担当から応援団体を受け入れ、

担当を定め応急給水チームに配備する。 

 

 

 ○  □ □ 61）応急給水の実施 ① 応急給水計画に基づき、運搬給水等の以下に示す指示された

方法により、応急給水を行う。 

 

 
 
 

 ○  □ □ 61-1）応急給水状況調査 ① 応急給水チームは応急給水状況の調査結果を作成する。 

 
② ①の調査結果をブロック責任者が収集し、計画・情報担当に
報告する。 

 

・「様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告
書」を使用。 

 ○  □ □ 28）電話等受付(苦情処理)
 

① 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。

 

 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 取・浄水班の業務 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－53

取・浄水班の組織 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 区分 人員 

◎ 水道課職員 5 人 

○ 市長部局職員 － 

★ 応援事業体職員等 6 人 

計 11 人 

統括（班長等） 

［PⅡ-55 参照］ 

計画・情報担当 

[PⅡ-56～58 参照]

取・浄水 

チーム 

[PⅡ-59～60 参照]

◎班 長：＊＊＊＊(係長) 

◎副班長：＊＊＊＊ 

 ◎担当責任者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ◎担 当 者：＊＊＊＊ 

 ◎担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 

 ★担 当 者：＊＊＊＊ 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－54

 

取・浄水班の業務 

 

班長
担当
責任者

計画
情報
担当

浄水
施設等
復旧
チーム

11 対策本部の活動の統括・指揮・命令

12 班の活動の統括・指揮・命令 ◎

13 担当の活動の統括 ◎

14 対策本部会議（本部会議） ◎

15 班会議 ◎ ◎ ◎ ◎

16 他班との連絡調整 ◎

21 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係）

22 通信機器の確保 ○ ○

23
水質汚染事故、緊急措置、応急給水等の状況、
応急給水・復旧予定の確認

24 消防、他のライフライン等への連絡

25 病院等への連絡

26 厚生労働省、都道府県等への状況報告

27 広報

28 電話等受付（苦情処理等） ○ ○

30 緊急措置等の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの） ◎

31 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

41 事故記録の作成 ○

71 資料等の準備（緊急措置等関係） ◎ ○

72 水質汚染事故状況の調査(水質検査等を含む)・緊急措置等 ○ ◎

74 施設の運転管理、系統間水運用等 ◎ ○

81 応急復旧計画の作成 ◎ ○

92 応急復旧作業（洗浄、通水等）の実施 ○ ◎

93 水質検査の実施 ◎

51 資料等の準備（応急給水関係）

52 応急給水計画の作成（運搬給水等）

61 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む）

注） *1　◎ ：　当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

　　　　　 ○ ：　主要業務以外の業務を行う担当。

応急復旧の計画
作成と実施

緊
急
措
置
等

水質汚染状況の
判断と緊急措置等

応
急
復
旧

応
急
給
水

応急給水の計画
作成と実施

情
報
連
絡
・
市
民
対
応

情報連絡等

市民対応

他事業体への
応援要請

事故記録の作成

取・浄水班

業務区分 業務項目

応
急
体
制
の
確
立

指
揮
命
令
・
総
合
調
整

指揮・命令

会議等

 ： 応援を依頼する業務項目



 

 

 

 

 
Ⅱ－55

取・浄水班 班長･担当責任者
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

班長   副班長は班長の補佐、代理を行う。 

○   □ □ 12）取・浄水班活動の指
揮・命令 

① 取・浄水班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 

② 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 

 

○   □ □ 15）取・浄水班会議 
(班会議) 

① 必要に応じて取・浄水班会議を招集する。 

② 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方
針を確認し、必要に応じて修正する。 

 
 

担当責任者    

○   □ □ 13）担当の活動の統括 ① 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 15）取・浄水班会議 
(班会議) 

① 取・浄水班会議において、担当の活動状況を報告するととも

に、活動方針を説明する。 

 

○   □ □ 16）他班との連絡調整 ① 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
② 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに
答える。 

 



 

 

 

 

 
Ⅱ－56

取・浄水班 計画･情報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 15）取・浄水班会議 
(班会議) 

① 取・浄水班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報

告するとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  71）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 
 

① 取・浄水班で使用する資料・様式等を準備し、取・浄水チー

ムに必要なものを配布する。 

 
② 取・浄水班で使用する通信機器を準備し、取・浄水チームに
必要なものを渡す。 

 

 

○   □  30）応援事業体等に対す
る緊急措置等の応援
要請及び配備 

 

① 水質汚染事故の概要を整理し、総務班動員・調達担当に応援

要請を依頼する。 

 
② 受け入れた応援事業体に対し、水質汚染事故の概要等を説明
し、配備する。 
 

・○○県△△ブロックの共同水質検査
体制に基づき、外部の水質検査機関
等により、水質検査、状況判断、緊
急措置の選定等を行う。 

 
・応援事業体に依頼業務、遵守事項、
連絡方法などを説明し、準備した資
料を渡す。 

○   □  72）水質汚染事故状況の
調査(水質検査等を含
む)・緊急措置等 

 
 

① 取・浄水チームから、 水質汚染事故の状況*1を確認し、状況

を判断する。 

 
② 取・浄水チームと連携を図りながら、適切な緊急措置の方法
を選定する。 

 
③ 取・浄水チームから、 緊急措置の結果、および水道施設内に
おける汚染水の到達範囲等を確認する。 

 
④ ①～③の結果を、適宜、総務班調査・広報担当、応急給水班
計画・情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 

 
 

・事前の被害想定結果を参考にする。 
 
*1 当初は「様式Ｃ１ 水質汚染事故受
付シート」を利用。 
追加情報は、「様式Ｃ２ 水質汚染事
故情報の記録表」を利用。 

 



 

 

 

 

 
Ⅱ－57

取・浄水班 計画･情報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □  74) 施設の運転管理、 
系統間水運用 

① 管路班の計画・情報担当と連携を図りながら、水質汚染事故

により、供給水量が低下した系統に対して、他の系統からの

供給が可能な否かを検討する。 

 

② ①が可能な場合、取・浄水チームに他系統の施設の運用方法

の変更を指示する。 

 

③ ②の結果を、適宜、総務班調査・広報担当、応急給水班計画・

情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 

 

 

○   □ □ 81）応急復旧(洗浄、通水
等)計画の策定等 

 

① 水道施設内に汚染水が浸入した場合、その到達範囲等を整理

し、以下の内容で取・浄水班の応急復旧(洗浄、通水等)計画

を策定する。 

 
• 復旧期間の設定 
• 応急復旧の順位と方法の選択 
• 応急復旧資機材の確保 
• 復旧工程の検討 
• 復旧工事班の編成(人員、協力会社、車両等) 

 
② ①の応急復旧計画を総務班調査・広報担当、応急給水班計画・
情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 

 
③ ①の応急復旧計画を取・浄水チームに指示する。 
 
④ 取・浄水班の活動に関して、必要に応じて、取・浄水チーム
を指揮・命令する。  

 

 
 



 

 

 

 

 
Ⅱ－58

取・浄水班 計画･情報担当 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 
共同 

応援 

事業体 
初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○    □ 92-1）応急復旧作業 (洗
浄、通水等)状況調
査 

① 取・浄水チームから、取・浄水場等の施設の応急復旧作業(洗

浄、通水等)状況を確認する。 

 
② ①の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班
計画・情報担当、管路班計画・情報担当に報告する。 

 

・「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」
を参照。 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理)

(1) 苦情の収集と処理 

① 計画・情報担当あるいは取・浄水チームを通して、市民から

苦情を受け付ける。 

 

② ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理

する。 

 

③ 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以

下の担当に処理を依頼する。 

総務班     調査・広報担当 

応急給水班   計画・情報担当 

管路班     計画・情報担当 

 

④ 他班で処理できず、取・浄水班で処理できる苦情を③の担当

から受け付け、処理する。 

 

 

     (2) 苦情処理の結果の収

集 

① 取・浄水班における苦情とその処理結果を総務班調査・広報

担当に報告する。 

 

 

○     41)事故記録の作成 ① 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、水質汚

染事故の状況、対策全般にわたる記録を速やかに作成する。

 

問題点などの評価・分析を行い、将来
に役立てることが必要。 



 

 

 

 

 
Ⅱ－59

取・浄水班 取・浄水チーム
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 ○  □ □ 15）取・浄水班会議 
(班会議) 

① 取・浄水班会議において、必要に応じてチームの活動状況を

報告するとともに、活動方針を確認する。 

 

 ○  □  71）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 

① 計画・情報担当より、必要な資料・様式を入手する。 

 
② 計画・情報担当より、通信機器を受け取る。 

 

 ○  □  72）水質汚染事故状況の
調査(水質検査等を含
む)・緊急措置等 

 
 

① 水質汚染事故が発生した場合、あらかじめ定められた調査方

法*1、順序に従って、現場確認を行い、以下に示す水質汚染

事故状況調査を行う。 

 
• 水質汚染事故状況(発生時間・場所、事故の種類等)*2 
 

② ①の結果を整理し、計画・情報担当に報告する。 

 
③ 計画・情報担当と連携を図りながら、水質汚染事故状況に応
じて、以下に示す緊急措置を行う。 
• 影響緩和措置（オイルフェンス、粉末活性炭等） 
• 浄水処理強化 
• 取水停止 
• 給水の緊急停止 
 

④ 緊急措置の結果、および水道施設内における汚染水の到達範
囲等を整理し、計画・情報担当に報告する。 

 

*1外部の水質検査機関等により、毒性
評価を主体とした以下の試験等を実
施する。 
・魚の斃死症状による原因物質の特
定 

・バイオアッセイ技術による簡易毒
性試験等 

・パックテスト等 
 
*2 当初は「様式Ｃ１ 水質汚染事故受
付シート」を利用。 
追加情報は、「様式Ｃ２ 水質汚染事
故情報の記録表」を利用。 

 
 

 ○  □  74) 施設の運転管理、 
系統間水運用 

① 計画・情報担当の指示に基づき、健全な他の系統の施設の運

用方法を変更し、水質汚染事故が発生した系統に対し浄水供

給を行う。 

 

 



 

 

 

 

 
Ⅱ－60

取・浄水班 取・浄水チーム
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

 ○  □ □ 81）応急復旧計画(洗浄、
通水等)の確認、指
揮・命令事項の確認 

① 水道施設内に汚染水が浸入した場合、計画・情報担当より、

取・浄水班の応急復旧(洗浄、通水等)計画を確認する。 

 
② 計画・情報担当より、指揮・命令事項を確認する。 

 

 ○   □ 92）応急復旧作業(洗浄、
通水等)の実施 

93）水質検査の実施 

① 応急復旧計画に基づき、浄水施設等の応急復旧作業(洗浄、通

水等)を行う。 

 
② 復旧した浄水施設等を対象として水質検査を行う。 

 
 
 
・管路チームが給水の水質検査を実施
する際、状況に応じて協力する。 

 ○   □ 92-1）応急復旧作業状況
調査 

① 浄水施設等の復旧状況調査結果を作成する。 

 
② 計画・情報担当に、①の調査結果を報告する。 

 

 ○  □ □ 28）電話等受付(苦情処理)
 

① 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。

 

 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 管路班の業務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－62

管路班の組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 区分 人員 

◎ 水道課職員 7 人 

○ 市長部局職員 1 人 

★ 応援事業体職員等 －人 

計 ８人 

統括（班長等） 

［PⅡ-64 参照］ 

計画・情報担当 

[PⅡ-65～66 参照]

管路チーム 

[PⅡ-67 参照] 

◎班 長：＊＊＊＊(係長) 

◎副班長：＊＊＊＊ 

 ◎担当責任者：＊＊＊＊ 

 ◎担 当 者：＊＊＊＊ 

 ○担 当 者：＊＊＊＊ 

 ◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊ 

 ◎担当者(ブロック責任者)：＊＊＊＊ 

 ◎担 当 者：＊＊＊＊ 



 

 

 

 

 

 Ⅱ－63

 

管路班の業務 

 

班長
担当
責任者

計画
情報
担当

管路
復旧
チーム

11 対策本部の活動の統括・指揮・命令

12 班の活動の統括・指揮・命令 ◎

13 担当の活動の統括 ◎

14 対策本部会議（本部会議） ◎

15 班会議 ◎ ◎ ◎ ◎

16 他班との連絡調整 ◎

21 資料等の準備（情報連絡、応援要請関係）

22 通信機器の確保 ○ ○

23
水質汚染事故、緊急措置、応急給水等の状況、
応急給水・復旧予定の確認

24 消防、他のライフライン等への連絡

25 病院等への連絡

26 厚生労働省、都道府県等への状況報告

27 広報

28 電話等受付（苦情処理等） ○ ○

30 緊急措置等の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

31 応急給水の応援要請と配備（応援事業体等に対するもの）

41 事故記録の作成 ○

71 資料等の準備（緊急措置等関係） ◎ ○

72 水質汚染事故状況の調査(水質検査等を含む)・緊急措置等 ○ ◎

74 施設の運転管理、系統間水運用等 ◎ ○

81 応急復旧計画の作成

92 応急復旧作業（洗浄、通水等）の実施 ○ ◎

93 水質検査の実施 ◎

51 資料等の準備（応急給水関係）

52 応急給水計画の作成（運搬給水等）

61 応急給水の実施（応急給水状況調査を含む）

注） *1　◎ ：　当該業務の中で、関係機関等との連絡・調達、計画策定、現場作業の実施等の主要業務を行う担当。

　　　　　 ○ ：　主要業務以外の業務を行う担当。

応
急
復
旧

応急復旧の計画
作成と実施

他事業体への
応援要請

事故記録の作成

緊
急
措
置
等

水質汚染状況の
判断と緊急措置等

業務項目

応
急
体
制
の
確
立

指
揮
命
令
・
総
合
調
整

指揮・命令

会議等

情
報
連
絡
・
市
民
対
応

情報連絡等

市民対応

管路班

業務区分

応
急
給
水

応急給水の計画
作成と実施

 ： 応援を依頼する業務項目
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管路班 班長･担当責任者 
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

班長   副班長は班長の補佐、代理を行う。 

○   □ □ 12）管路班活動の指揮・
命令 

① 管路班の各担当を指揮・命令し、班活動の円滑化を図る。 ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 14）本部会議 ① 班の活動状況及び今後の活動方針を説明する。 

   
② 他班に対し要請事項がある場合、それを伝達する。 

 

○   □ □ 15）管路班会議 

(班会議) 

① 必要に応じて管路班会議を招集する。 

② 各担当責任者から活動状況の報告を受けるとともに、活動方

針を確認する。 

 

 

担当責任者    

○   □ □ 13）担当の活動の統括 ① 担当の業務を統括し、指揮・命令を行う。 ･「4.2.1 指揮命令系統図」を参照。 

○   □ □ 15）管路班会議 
(班会議) 

① 管路班会議において、担当の活動状況を報告するとともに、

活動方針を説明する。 

 

○   □ □ 16）他班との連絡調整 ① 他班の担当責任者から、本班の活動に必要な情報を収集する。
② 本班の活動に関する他班の担当責任者等からの問い合わせに
答える。 
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管路班 計画・情報担当
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 15）管路班会議 
(班会議) 

① 管路班会議において、必要に応じて担当の活動状況を報告す

るとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  71）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 
 

① 管路班で使用する資料・様式等を準備し、管路チームに各々

必要なものを配布する。 

 
② 管路班で使用する通信機器を準備し、管路チームに各々必要
なものを渡す。 
 

 

○   □  72）断水状況等の調査 
 

① (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。 

 
(a)取・浄水班計画・情報担当 
• 水質汚染事故の状況 
• 緊急措置の状況 

 
(b)管路班管路チーム（ブロック責任者） 
• 水質汚染事故による各地区の断水状況 

 
② (b)の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班
計画・情報担当に報告する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○   □  74) 系統間水運用 ① 取・浄水班の計画・情報担当と連携を図りながら、水質汚染

事故が発生し、供給水量が低下した系統に対して、他の系統

からの供給が可能な否かを検討する。 

 

② ①が可能な場合、管路チームに系統間の連絡バルブの開閉等

の水運用方法の変更を指示する。 
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管路班 計画・情報担当
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○    □ 92-1）応急復旧作業(洗
浄、通水等)状況調査

① (a) (b)の各担当から、以下の情報を収集する。*1 

 
(a)取・浄水班計画・情報担当 
• 浄水場等の施設の復旧状況 
• 浄水場等の施設の応急復旧計画 

 
(b)管路班管路チーム（ブロック責任者） 
(ア) 管路の復旧状況、断水状況 
(イ) 管路の応急復旧計画 

 
② (b)の調査結果を整理し、総務班調査・広報担当、応急給水班
計画・情報担当に報告する。 

 

*1「4.2.2 情報収集・広報連絡系統図」
を参照。 

 
 
 
 
 
 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理)
(1) 苦情の収集と処理 

① 計画・情報担当あるいは管路チームを通して、市民から苦情

を受け付ける。 

 
② ①の苦情を整理し、計画・情報担当で処理できるものは処理
する。 

 
③ 計画・情報担当で処理できず、他班で処理できるものは、以
下の担当に処理を依頼する。 
総務班     調査・広報担当 
応急給水班   計画・情報担当 
取・浄水班   計画・情報担当 

 
④ 他班で処理できず、管路班で処理できる苦情を③の担当から
受け付け、処理する。 

 

     (2) 苦情処理の結果の収
集 

① 管路班における苦情とその処理結果を総務班調査・広報担当

に報告する。 

 

○     41)事故記録の作成 ① 対策の終了後、総務班の調査・広報担当に協力して、断水状

況、通水作業全般にわたる記録を速やかに作成する。 

 

問題点などの評価・分析を行い、将来
に役立てることが必要。 
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管路班  管 路チーム等
実施主体 主な実施時期 

当 

事業体 

共同 応援 

事業体 

初期 復旧期

業 務 項 目 
（太字：主要業務  ）
（細字：主要業務以外）

業  務  内  容 
留 意 事 項 等 

（太字は重要な資料を示す。） 

○   □ □ 15）管路班会議 
(班会議) 

① 管路班会議において、必要に応じてチームの活動状況を報告

するとともに、活動方針を確認する。 

 

○   □  71）資料等の準備 
22）通信機器の確保 
 

① 計画・情報担当から資料・様式を入手する。 

 
② 計画・情報担当から通信機器を受け取る。 
 

 

○   □  72）断水状況調査 
 

① 定められた調査方法・順序に基づき、断水地区等の状況調査

を行う。 

 
② 断水状況調査の結果を整理し、ブロック責任者が収集して、
計画・情報担当に報告する。 

 

 

○   □  74) 施設の運転管理、 
系統間水運用 

① 計画・情報担当の指示に基づき、系統間の連絡バルブの開閉

等の水運用方法を変更する。 

 

 

○    □ 92）管路の応急復旧作業
(洗浄、通水等)の実施

93）水質検査の実施 

① 施設の復旧後、計画・情報担当の指示に基づき、管路の応急

復旧作業(洗浄、通水等)を行う。*1 

 
② 応急復旧作業が完了した管路を対象として水質検査を行う。
*2 

 
③ 応急復旧作業の結果を整理し、ブロック責任者が収集して、
計画・情報担当に報告する。 

 

*1中大口径管路の空気弁を中心に、空
気弁内の清掃、弁室の排水作業等を
行う。 

 
*2水質検査は必要に応じて、取・浄水
チームの協力を得て行う。 

○   □ □ 28）電話等受付(苦情処理) ① 市民から直接苦情を受けた場合、計画・情報担当に報告する。
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４.２ 情報連絡系統図 
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*1 応急対策の基本的重要事項 

*2 水道の技術上の管理に関する事項（水質検査、衛生上の措置、給水の緊急停止等） 

 

   

総務班 

応急給水班 取・浄水班 管路班 

計画・情報担当★ 

応急給水チーム★ 

(ブロック責任者) 

応急給水チーム★ 

管路チーム 

(ブロック責任者)

管路チーム 

取・浄水チーム★

調査・広報担当 

統括（班長等）

動員・調達担当 

水質事故対策本部長

統括（班長等） 統括（班長等） 統括（班長等）

計画・情報担当★ 計画・情報担当 

（水質事故対策本部長等）

*1 *1

指揮命令事項 ：水質事故対策本部会議委員 

★  ：応援事業体あるいは共同で実施する。 

4.2.1 指揮命令系統図 

水道技術管理者 *2 

（水質事故対策本部長等より）
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総務班 

計画・情報担当★ 

応急給水チーム★

(ブロック責任者)

応急給水チーム★

管路チーム 

(ブロック責任者)

管路チーム 

取・浄水チーム★

調査・広報担当 

統括（班長等）

動員・調達担当 

水質事故対策本部長

水道技術管理者 

統括（班長等） 統括（班長等） 統括（班長等）

計画・情報担当★ 計画・情報担当 

（水質事故対策本部長等）

被害状況等の情報 ：水質事故対策本部会議委員 

★  ：応援事業体あるいは共同で実施する。 

市災害対策本部

市    民

報 道 機 関 

4.2.2 情報収集・広報連絡系統図 

応急給水班 取・浄水班 管路班 
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５．資料・様式 
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資料・様式  目次 

 

（共 通） 

様式Ａ１ 資機材の備蓄及び整備状況調査表･････････････････････････ Ⅱ-73 

 

（応急給水用） 

様式Ｂ１ 応急給水応援体制報告書･････････････････････････････････ Ⅱ-74 

様式Ｂ２ 応急給水作業指示・報告書･･･････････････････････････････ Ⅱ-75 

（緊急措置用） 

様式Ｃ１ 水質汚染事故受付シート･････････････････････････････････ Ⅱ-76 

様式Ｃ２ 水質汚染事故情報の記録表･･･････････････････････････････ Ⅱ-77 

資料Ｃ１ 水源流域情報マップ･････････････････････････････････････ Ⅱ-78 

資料Ｃ２ 水源流域情報･･･････････････････････････････････････････ Ⅱ-79 

資料Ｃ３ 広域水源水質監視体制１･････････････････････････････････ Ⅱ-80 

資料Ｃ４ 広域水源水質監視体制２･････････････････････････････････ Ⅱ-81 

資料Ｃ５ 事故対策基本チャート･･･････････････････････････････････ Ⅱ-82 

資料Ｃ６ 事故発生時の緊急措置･･･････････････････････････････････ Ⅱ-84 

資料Ｃ７ 取水停止・制限、給水停止の判断基準等･･･････････････････ Ⅱ-85 

資料Ｃ８ 河川流下到達時間早見図表･･･････････････････････････････ Ⅱ-89 

資料Ｃ９ 河川流下到達時間早見図表･･･････････････････････････････ Ⅱ-90 

資料Ｃ１０ 河川流下到達時間早見図表･････････････････････････････ Ⅱ-91 

資料Ｃ１１ 河川流下到達時間早見図表･････････････････････････････ Ⅱ-92 

資料Ｃ１２ 水道施設(取･浄水施設)流下時間早見図表････････････････ Ⅱ-93 

資料Ｃ１３ 水道施設(送水管路)流下時間早見図表･･･････････････････ Ⅱ-94 

 

（参考資料） 

参考資料１ 飲料水健康危機管理実施要領について･･･････････････････ Ⅱ-95 
（平成 14 年 6 月 28 日 健水発第 0628001 号） 

 
参考資料２ 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の･････ Ⅱ-103 

一部改正等並びに水道水質管理における留意事項 
について」（一部抜粋） 

（平成 15 年 10 月 10 日 健水発第 1010001 号） 

参考資料３ 水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針････････ Ⅱ-105 
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様式Ａ１  資機材の備蓄及び整備状況調査表 
 

（平成  年度現在） 

       水道局 

項 目 内  容 保有数量 初期応援可能数 備 考 

給水車（   ｍ3）    

給水車（   ｍ3）    

ト ラ ッ ク    

ク レ ー ン 車    

車 両 

そ の 他    

仮設水槽（   ｍ3）    

仮設水槽（   ｍ3）    

給水タンク（  L）    

給水タンク（  L）    

給水タンク（  L）    

ポリ容器（   L）    

ポリ容器（   L）    

給 水 容 器 

そ の 他    

応 急 給 水 装 置    

ろ 過 機    

発 電 機    

投 光 器    

鉄 管 切 断 機    

電 動 ネ ジ 切 機    

機 材 

そ の 他    

直管（     mm）    

直管（     mm）    

直管（     mm）    

管 類 

継 手 類    

水 の 缶 詰    缶 詰 

食 料    

    そ の 他 

    

注）その他の欄には、特殊管、緊急用資機材等の状況を記入してください。 

  また、管類については継手種類についても明記してください。 
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様式Ｂ１  応急給水応援体制報告書 
 

   年   月   日 

 

 

事 業 体 名 

 

 

人員 可能給水方法 
車両台数 

（タンク容量） 
作業可能時間 

人 

タンク給水 
台

（    ｍ3）
～ 

人 

タンク補給 
台

（    ｍ3）
～ 

人 

容器配付 

台

～ 

人 

給水補助 

台

～ 

合 計 

 

 

人 

 合 計 

 

 

台
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様式Ｂ２  応急給水作業指示・報告書 

年  月  日 

事 業 体 名 人員 車両 給水方法 作業時間 

    ～ 

注 意 点 

 

 

 Ａ Ｂ Ｃ 

給水場所 
   

1 
～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

2 
～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

3 
～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

4 
～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

作業時間 

 

と 

 

給水量 

5 
～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

～ 

ｍ3

作業従事者  

作業時間 ～ 
給水方法 

タンク給水 

容 器 配 付 

タンク補給 

給 水 補 助 

給水人数 人 給水量合計 ｍ3

補給場所と 

補給回数 

浄水場・配水場

             貯留槽・給水船         回

特記事項 
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様式Ｃ１ 水質汚染事故受付シート 
 

受付時刻： 平成   年   月   日（ ）    時   分 

通報者 氏名 ⇒受信者： 

 住所 

 電話番号 

事故発見時刻 平成   年   月   日   時   分頃 

汚染等の状況 

事故の種類：魚浮上、油流出、濁り、着色、着臭、発泡、その他（    ）、不明 

異常な魚の数  

異常な魚の大きさ  

異常な魚の状態  
魚類の異常 

その他気付いたこと  

油（重油、軽油、灯油、ガソリン、エンジンオイル、その他） 

その他の有害物質（                     ） 

流出量       リットル 河川への流出量      リットル 
油 類 等 

流出状況 （ ）河川へはまだ流出していない 

 （ ）河川への流出が続いている。 

 （ ）河川への流出は終わった。 

濁 り  

着 色  

異 臭  

発 泡  

 

その他特記事項 

水質汚染事故連絡部所確認欄 
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様式Ｃ２ 水質汚染事故情報の記録表 
    部    課 

平成   年   月   日 頁 

時 間 発 信 者 内 容 及 び 対 策 受 信 者

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    

：    
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資料Ｃ１ 水源流域情報マップ（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 情報マップ 

 

Ａ浄水場 

取水口 

河川事務所 

下水処理場

集落排水放流口

食肉加工場

放流口 

○○牧場
△△ゴルフ場

集落排水放流口 

○×ｺﾝﾃﾞﾝｻ工場 

■給油所

■給油所

■給油所

○○市水道部

Ｂ水源(浅井戸) 

Ｃ水源(深井戸)

◎ 

◎

▲

▲

▲

★凸

◎ 
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資料Ｃ２ 水源流域情報（例） 

 

 

利水者施設一覧表 

河口からの 
距離(km) 

右岸 左岸 整理
番号 

施設名称 管理者 住所 
連絡先(TEL) 

図面
No.

 ○  1 ○○地区利水組合    

  ○ 2 △△発電所 ○○電力   

   3 ＊＊町水道    

   4 □□地区利水組合    

   5     

   ・     

   ・     

 
 
 
オイルフェンス保有場所 

保有数 河口からの 
距離(km) 

整理 
番号 

保有者連絡先 保有場所 
連絡先（TEL）

オイルフェンス
規    格 オイルフェンス 吸着マット

 101 ☆☆ダム管理事務所     

 102      

 103      

 104      

 105      

 ・      

 ・      

 
 
 
化学物質取り扱い事業者 

河口からの 
距離(km) 

右岸 左岸 整理
番号 

事業者名 住所 
連絡先(TEL)1、連絡先(TEL)2 

取り扱い
品 目

図面
No. 

 ○  201 △△ゴルフ場  農薬等  

   202 ○○商店△△油槽所  油脂類  

   203 ＊＊簡易水道  塩素  

   204 ☆☆下水処理場  塩素  

   ・     

 
 
 
養魚場、農場等 

河口からの 
距離(km) 

右岸 左岸 整理
番号 

事業者名 住所 
連絡先(TEL)1、連絡先(TEL)2 

取り扱い
品 目

図面
No. 

 ○  301 ○○釣り堀    

   302 △△養魚場    

   303 □□農場    

   304     

   ・     
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資料Ｃ３ 広域水源水質監視体制１（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

 （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 
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資料Ｃ４ 広域水源水質監視体制２（例） 
出典：突発水質汚染の監視対策指針 2002（社団法人 日本水道協会） 

淀川水系水質異常発生時緊急連絡体制 
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 資料Ｃ５ 事故対策基本チャート（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

 （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 

                 ※大阪市災害対策本部水道部業務実施基本計画書（風水害対策編）、大阪市水道局 
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出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

 （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 

            ※大阪市災害対策本部水道部業務実施基本計画書（風水害対策編）、大阪市水道局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－84 

資料Ｃ６ 事故発生時の緊急措置（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

                         （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 
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資料Ｃ7 取水停止・制限、給水停止の判断基準等（例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－89 

資料Ｃ８ 河川流下到達時間早見図表（例） 
出典：突発水質汚染の監視対策指針 2002（社団法人 日本水道協会） 

  （神奈川県内広域水道業団） 
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資料Ｃ９ 河川流下到達時間早見図表（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

                            （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 
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資料Ｃ１０ 河川流下到達時間早見図表（例） 
出典：突発水質汚染の監視対策指針 2002（社団法人 日本水道協会） 

流量と流達時間図の例（ただし、平均流速：淀川水系） 
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資料Ｃ１１ 河川流下到達時間早見図表（例） 
出典：突発水質汚染の監視対策指針 2002（社団法人 日本水道協会） 

流達時間表の例（広島市水道局） 

 

資料-15 流達・流下時間早見図表 3）送水管路内 
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資料Ｃ１２ 水道施設(取･浄水施設)流下時間早見図表（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

                            （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 
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資料Ｃ１３ 水道施設(送水管路)流下時間早見図表（例） 
出典：水質汚染事故に係る危機管理実施要領策定マニュアル 

  （平成 11 年 2 月 財団法人 水道技術研究センター） 

水質異常発生時対応マニュアル、山形県企業庁、平成 5年度 
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参考資料１  飲料水健康危機管理実施要領について 
（平成 14 年 6 月 28 日 健水発第 0628001 号） 
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飲料水健康危機管理実施要領 

平成９年３月 

 （平成11年12月一部改定）

 （平成12年 3月一部改定）

 （平成13年 3月一部改定）

 （平成14年 6月一部改定）

厚生労働省健康局  

I 総則  

（１） この実施要領は、「厚生労働省健康危機管理基本指針」に基づき、飲料水を原因とする国民の生命、
健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図

ることを目的として、厚生労働省における責任体制及び権限行使の発動要件について定めるもので

ある。 

（２）この要領において飲料水とは次の３種のものをいう。 

 (1) 水道法に基づく種々の規制が適用される水道事業者、水道用水供給事業者及び専用水道設置者（以
下、本要領において「水道事業者等」という。）並びに簡易専用水道設置者により供給される水道

水（以下、本要領において「水道水」という。） 

 (2) 規模が小さいことなどから水道法による規制が適用されない(1)以外の水道により供給される水
（以下、本要領において「小規模水道水」という。） 

 (3) 個人が井戸等から汲み上げて飲用する水（以下、本要領において「井戸水等」という。） 
 なお、ボトルウォーターについては、食品衛生法により措置が講じられるものであるため、本要

領の対象とはしていない。 

（３） 水道法の水道水質基準は、小規模水道水を含めて、水道から供給される水全てに適用されるもので
ある。また、小規模水道水や井戸水等については、厚生労働省の示す衛生対策要領を参考に、地方

公共団体により地域の実情に応じた規制等が行われている。 

 そのため、本要領では、水道水のみならず小規模水道水や井戸水等を含めて、健康危険情報を入

手した際に厚生労働省において対応すべき措置及びその実施体制について定めるものである。 

（４） 本要領においては、我が国の人口の約９６％の飲料水となっている水道水について、水道水源から
取水した水道原水の水質の異常（放射性物質による水質の異常を含む）又は水道施設において生じ

た事故等による汚染が原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生ずるおそれがある

又は生じているという健康危険情報を入手した際に、厚生労働省において対応すべき措置及びその

実施体制について、特に詳細かつ具体的に定めるものである。  

（参考） 

 本要領において定めるところとは別に、厚生労働省においては、飲料水を経由して摂取する物質

及び微生物による健康危険に関する新しい情報の収集及び調査研究並びに水道原水水質保全対策

の強化及び高度な浄水施設の整備などの、飲料水に係る健康リスクをできるだけ下げるための施策

を推進することとする。 

 

II 健康局水道課等における対応  

１．情報の収集  

（１） 健康局は、飲料水に係る健康危険情報を入手したときは、水道課を情報収集の中心として、さらに
詳細な健康危険情報を収集するものとする。 

 (1) 水道水の水道原水に係る水質の異常について 

  ア  水道課の職員は、都道府県（水道法第４６条又は第４８条の２に基づき権限を有する市町村及び
特別区を含む。以下同じ。）又は水道事業者等から、水道原水水質に異常が生じた旨の情報を入手

した場合には、直ちに水道課長まで伝達するものとする。 
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  イ  水道課は、厚生労働省が直接所管する水道事業者又は水道用水供給事業者（以下、「厚生労働省
所管水道事業者等」という。）の場合は直接、その他の場合は都道府県を通じて、水質異常の詳細

な内容、浄水施設への汚染水流入の有無、都道府県及び水道事業者等が講じた取水停止などの措置

の内容について情報を収集するものとする。都道府県を通じて情報を収集する場合において、夜間

等都道府県に連絡がつかないときは、可能な限り水道事業者等の浄水場等から直接情報収集を行う

ものとする。 

  ウ  水道課は、水道原水水質に異常が生じた厚生労働省所管水道事業者等と同じ河川等から取水して
いる他の水道事業者等がある場合には、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて関係の水道事業

者等に必要な情報を提供するよう指示するものとする。 

  エ  水道課は、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて水道原水水質に異常のあった水道事業者等
について、(ア)給水不能になるおそれの有無並びにそれを回避するために必要となる応援給水の期

間及び水量、(イ)水道用水供給事業からの新規受水若しくは受水量の増量又は他の水道との間の緊

急連絡管の整備等による代替管路給水の可能性、(ウ)地理的条件からみて他の都道府県の水道事業

者等からの応援給水を行った方がより合理的である地理的状況であるか、などについて情報を収集

するものとする。 

  オ  水道課は、その所管に応じ直接又は都道府県を通じて、都道府県及び水道事業者等が実施した調
査及び措置の内容について継続して情報を収集するものとする。また、都道府県及び水道事業者等

による調査等の結果が判明した場合、講ずる措置に追加又は変更があった場合には、遅滞なく連絡

がなされるよう措置するものとする。 

  カ  水道課は、厚生労働省所管水道事業者等から直接収集した情報については、速やかに関係都道府
県に連絡し、情報を共有するものとする。 

 (2) 水道施設等において生じた事故について 
 水道課は、都道府県又は水道事業者等から水道施設又は簡易専用水道において事故が発生した旨

の情報を入手した場合には、(1)のア、イ、エ、オ及びカに準じて対応するものとする。 

 (3) 水道水を原因とする食中毒等の発生について 
 水道課は、医薬局食品保健部監視安全課等から水道水が原因となり又は水道水が原因となったこ

とが疑われる食中毒又は感染症が発生した旨の情報を入手した場合には、(1)に準じて対応するも

のとする。 

 (4) 小規模水道水又は井戸水等の水質異常等の発生について 

  ア  水道課は、都道府県から、小規模水道水又は井戸水等の水質に異常が生じた旨、又は医薬局食品
保健部監視安全課等から小規模水道水又は井戸水等が原因となったことが疑われる食中毒又は感

染症が発生した旨の情報を入手した場合には、(1)に準じて対応するものとする。 

  イ  水道課は、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含む地方公共団体が
経営する水道事業の給水区域、給水能力等について情報を収集するものとする。 

（２） 水道課は、（１）で収集した情報のうち、健康への影響が懸念されるもの、又は健康への影響は小
さいが発生規模が大きいもの若しくは広域にわたると懸念されるものについては、速やかに健康局

長まで、生命への危険が強く懸念される場合には、速やかに厚生労働大臣まで、及び健康危機管理

調整会議主査に伝達するものとする。 

 また、生命への危険が強く懸念されるもので発生規模が大きいものについては、速やかに内閣総

理大臣まで伝達するものとする。 

（３） 水道課は、（１）で入手した情報について、当該情報に伴う対応が想定される関係課に対し、速や
かに当該情報を伝達するものとする。関係する省内他課は以下のとおり。  

  食中毒に関すること ・・・・ 医薬局食品保健部監視安全課 

  感染症に関すること ・・・・ 健康局結核感染症課 

  保健所・地域衛生研究所に関すること ・・・・ 健康局総務課地域保健室 
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 （上記以外の情報であって、当該情報を伝達すべき関係課がある場合は、当該関係課を含む。）

（４） 水道課は、（１）で入手した情報について、健康危険の程度を判断するために必要があれば、国立
試験研究機関、研究者、国外の関係機関（世界保健機関、米国環境保護庁等）等から情報を収集す

るものとする。 

 ア  飲料水の水質の異常又は食中毒若しくは感染症の原因に関する情報のうち、化学物質については
国立医薬品食品衛生研究所環境衛生化学部に、微生物については国立感染症研究所寄生動物部又は

細菌部に、放射性物質については国立保健医療科学院生活環境部に、それぞれ情報を求めるととも

に、情報源となる研究機関、研究者等について示唆があったときは、当該情報源から情報収集を行

うものとする。  

（参考） 

 化学物質について必要な情報としては、毒性、除去方法及び水道原水において検出された濃度レ

ベルにおける当該物質による健康被害のおそれ等を、放射性物質について必要な情報としては、こ

れに加えて拡散の状況を、微生物について必要な情報としては、発生源、水中での動態、経口摂取

した場合に引き起こされる症状（下痢等）、除去又は消毒方法等を想定している。 

 イ  浄水処理技術に関する情報については、国立保健医療科学院水道工学部又は同部を通じて国内外
の研究者若しくは関係機関から収集するものとする。 

（５） 水道課は、情報の的確な把握及び対策の検討に資するため、国立保健医療科学院、国立医薬品食品
衛生研究所及び国立感染症研究所と連携して、また、世界保健機関、米国環境保護庁等を通じて、

飲料水の健康危険に関する広範な情報収集に努めるものとする。 

（６） 飲料水による重大な健康被害が発生した場合には、水道課は、必要に応じ、関係する地方公共団体
との連携の下に、健康局長の了解を得て現地に職員を派遣し、情報の収集に努めるものとする。

（７） 水道課は、水道原水又は飲料水の水質の異常が判明したときは、関係省庁と必要な情報交換を密接
に行うものとする。 

 ア  河川等の水質の異常については国土交通省河川局及び環境省環境管理局と、地下水の水質の異常
については環境省環境管理局と、それぞれが把握している水質調査結果、講じられた又は講ずる予

定の措置などについて情報交換を行う。 

 イ  水道原水又は飲料水の水質の異常の原因物質を排出している事業場、施設等を所管する省庁との
間で、原因物質の排出の状況、講じられた又は講ずる予定の措置などについて情報交換を行う。

２．対策の決定  

（１） 水道課は、健康への影響が懸念される、又は健康への影響は小さいが発生規模が大きい若しくは広
域にわたると懸念される、飲料水を原因とする健康危機管理に係る対策の決定は、健康局長の決裁

を経て行うものとする（対策を講じない旨の決定を含む。）。また、生命への危険が強く懸念される

場合の対策決定等特に重要な決定を行った場合には、速やかに厚生労働大臣まで、及び厚生労働省

健康危機管理調整会議主査に伝達するものとする。 

（２） 水道法に基づく権限行使等は次により行うものとする。 

 (1) 水道法第３９条に基づく立入検査について 

  ア  厚生労働省所管水道事業者等について、給水を停止しなければ水道水に係る健康危険を回避する
ことができないと認めるとき（以下、「給水停止の必要な場合」という。）は、当該厚生労働省所管

水道事業者等に対して、判断の根拠を明確にして給水を停止するよう指導するとともに、必要に応

じ水道法第３９条に基づく立入検査を行い、当該厚生労働省所管水道事業者等の水道水、水道施設

等について実地に客観的な調査を行うものとする。 

  イ  都道府県が直接所管する水道事業者又は水道用水供給事業者（以下、「都道府県所管水道事業者
等」という。）について、給水停止の必要な場合であって、水道の利用者の利益を保護するために

緊急の必要があると認める場合は、都道府県を通じ、当該都道府県所管水道事業者等に対して、判

断の根拠を明確にして給水を停止するよう指導するとともに、必要に応じ、都道府県と連携して立

入検査を行い、当該都道府県所管水道事業者等の水道水、水道施設等について実地に客観的な調査
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を行うものとする。 

 (2) 水道法第４０条に基づく水道用水の緊急応援について 

  ア  水道用水の緊急応援は、原則として都道府県が処理する事務であるが、給水不能となることが避
けられない水道事業又は水道用水供給事業（以下、「水道事業等」という。）があり、緊急に水道用

水を補給しなければ公共の利益が保護できないと認める場合（以下、「緊急応援の必要な場合」と

いう。）であって、当該水道事業等の管轄都道府県知事と供給する側の水道事業等の管轄都道府県

知事が異なる場合は、当該水道事業等に対する水道用水の緊急応援の実現を図るよう、供給する側

の水道事業者又は水道用水供給事業者を指導するものとし、必要に応じ水道法第４０条第５項に基

づく命令を行うものとする。 

  イ  緊急応援の必要な場合であって、都道府県知事が事務を行うことができないと認める場合は、ア
と同様に供給する側の水道事業者又は水道用水供給事業者を指導するものとし、必要に応じ水道法

第４０条第３項に基づく命令を行うものとする。 

  ウ  緊急応援の必要な場合であって、ア及びイ以外の場合で、国民の生命及び健康に重大な影響を与
えるおそれがあると認める場合は、都道府県に対して、当該水道事業等に対する他の水道事業等か

らの水道用水の緊急応援の実現を図るよう要請するものとする。 

  エ  ウの要請から６時間程度が経過してもなお、都道府県による調整の見込みがつかない場合には、
当該都道府県に対して、水道法第 40 条に基づき、応急給水が可能であると考えられる水道事業等

について、水道用水の緊急応援の命令を行うよう指示するものとする。 

 (3) 水道法第３６条に基づく改善の指示等について 

  ア  厚生労働省所管水道事業者等について、水道施設の構造又は管理を緊急に改善することにより、
水道水に係る健康危険を回避することができると認めるとき（以下、「施設の改善が必要な場合」

という。）は、当該厚生労働省所管水道事業者等に対し、水道施設について必要な改善を指導する

とともに、必要に応じ水道法第３９条に基づく立入検査を行い、実地に客観的な調査を行うものと

する。 

  イ  都道府県所管水道事業者等について、施設の改善が必要な場合であって、水道の利用者の利益を
保護するために緊急の必要があると認める場合は、当該都道府県所管水道事業者等に対し、水道施

設について必要な改善を指導するとともに、都道府県と連携して、必要に応じ水道法第３９条に基

づく立入検査を行い、実地に客観的な調査を行うものとする。 

  ウ  ア又はイの調査の結果、水道施設が施設基準に適合しなくなっており、国民の健康を守るため緊
急に改善の必要があると認める場合、又は水道技術管理者がその職務を怠っており、その緊急な改

善を図らなければ水道水に係る健康危険が回避できないことが明らかになったときは、水道法第３

６条に基づく改善の指示等を行うものとする。 

  エ  国の設置する専用水道については、ア及びウに準じて対応するものとする。 

  オ  国の設置する簡易専用水道について、その管理を緊急に改善することにより、水道水に係る健康
危険を回避することができると認めるときは、当該簡易専用水道について、実地に客観的な調査を

行い、必要な措置を指導するとともに、必要に応じ水道法第３９条に基づく立入検査を行うものと

する。 

  カ  オの調査の結果、簡易専用水道の緊急な清掃等を行わなければ水道水に係る健康危険が回避でき
ないことが明らかになったときは、水道法第３６条に基づく措置の指導を行うものとする。 

 (4) 専用水道及び簡易専用水道の健康危険に対する措置について 
 専用水道又は簡易専用水道（国の設置するものを除く。）の健康危険については、都道府県にお

いて水道法に基づく権限の行使等により必要な措置が講じられるものであるが、都道府県から要請

があるとき、又は当該施設に係る健康危険が極めて重大であるため、若しくは都道府県の区域を越

えて生じているため都道府県のみでは対応が困難と認められるときは、必要な技術的助言を行う等

の措置を講ずるものとする。 

 (5) 小規模水道水又は井戸水等の健康危険に対する措置について 
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  ア  小規模水道水又は井戸水等の利用を継続することによって健康危険が生ずるおそれがあると認
めるときは、都道府県に対して、当該飲料水の利用者に対して飲用の停止や使用上の注意などにつ

き必要な広報が徹底されていること、及び当該者が生活上最小限必要とする代替飲料水を確保でき

る手段があることを確認するとともに、必要な技術的助言を行うものとする。 

  イ  都道府県から要請があるとき、又は小規模水道水若しくは井戸水等に係る健康危険が極めて重大
であるため、若しくは都道府県の区域を越えて生じているため都道府県のみでは対応が困難と認め

られるときは、他の水道事業等からの水道用水の緊急応援又は応急給水の実施の調整、技術者等の

専門家の現地への派遣の斡旋、小規模水道水又は井戸水等に水質異常が生じた地点をその区域に含

む地方自治体が経営する水道事業に対する給水接続の要請などの必要な措置を講ずるものとする。

（３） 水道課は、健康危機管理に係る対策の決定を行った場合には、当該危険が無くなるまでの間、１の
（１）(1)オに準じて情報収集を行い、速やかに関係都道府県に連絡するとともに、対策決定の諸

前提条件の変化に応じて対策を見直し、上記（１）及び（２）に準じてその決定を行うものとする。

（４） 水道課は、適時適切な対策の見直しを継続的に行うため、対策決定の諸前提、判断理由についての
資料を適切に管理するものとする。 

（５） 水道課は、上記（１）、（２）又は（３）により決定された対策について、速やかに、その内容を公
開するとともに、特に不確実な情報の下で当該決定を行った場合には、その前提となった知見及び

情報の内容、考慮要因、制約条件等を併せて公表するものとする。 

（６） 水道課は、上記（２）による行政機関等に対する指導については、緊急やむを得ない場合を除き、
文書によるものとする。緊急やむを得ず文書によらない場合にあっては、おって文書により指導の

内容を明らかにするものとする。 
３．研究班及び審議会での検討  

（１） 水道課は、飲料水に由来する重大な健康への被害の発生が疑われる問題については、厚生科学審議
会生活環境水道部会を機動的に開催し、必要な対策について専門的見地から意見を聞くこととす

る。 

（２） 水道課は、飲料水に起因する健康被害について専門的かつ学問的な観点からの知見の集積を行うた
め、学識経験者から構成される研究班を機動的かつ弾力的に設置するものとする。 

（３） 水道課は、上記（２）により研究班を設置する場合には、設置要綱等において、検討事項の範囲、
責務等を明確にするとともに、対策決定に関わるような研究班については、研究班における検討状

況の適時の厚生科学審議会生活環境水道部会への報告等、厚生科学審議会生活環境水道部会との連

携強化を図るものとする。 
４．健康危険情報の提供  

（１） 飲料水に関する健康危険情報の提供に係る対応の窓口は、水道課水道水質管理官及びその指定する
職員とする。 

（２） 飲料水に関する健康危険に係る国内外の情報については、適宜、報道機関、政府広報、高度情報通
信網等を通じて広く国民に提供することとする。この場合、（財）水道技術研究センターが整備し

ている水道データベース、（社）日本水道協会の連絡網等を活用し、情報提供が迅速に行われるよ

う措置するものとする。 

（３） 都道府県、保健所、地方衛生研究所等に対し、「厚生労働行政総合システム（ＷＩＳＨ）」を活用す
る等により、重要かつ緊急な健康危機管理に係る情報、講じた対策及び治療方法等の情報並びに関

連情報を共有すべき地方公共団体内の部局又は関係機関に関する情報について、迅速かつ直接提供

するとともに、必要に応じ、都道府県担当係長会議等を開催して周知するものとする。 
５．その他  

 健康局は、必要に応じて、本実施要領を見直すものとする。  
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参考資料２ 「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等 
        並びに水道水質管理における留意事項について」（一部抜粋） 

（平成15年10月10日 健水発第1010001号） 

 

 

第 2 水質異常時の対応について  

1 水質検査の結果、水質基準を超えた値が検出された場合には、直ちに原因究明を

行い、基準を満たすため下記 2 から 5 に基づき必要な対策を講じること。なお、

水質検査結果に異常が認められた場合に、確認のため直ちに再検査を行うこと。 

2 一般細菌及び大腸菌については、その水道水中の存在状況は病原微生物による汚

染の可能性を直接的に示すものであるので、それらの評価は、検査ごとの結果を

基準値と照らし合わせて行うべきであり、基準を超えている場合には、水質異常

時とみて直ちに別添 3 に従い、所要の措置を講ずる必要があること。また、塩化

物イオンなど病原微生物の存在を疑わせる指標としての性格も有する項目(水道

法施行規則第 15 条第 1 項第 4 号において省略が可能とされていない項目のうち、

総トリハロメタン、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタ

ン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、臭素酸及びホ

ルムアルデヒド以外の項目をいう。)についても、その値が大きな変動を示した場

合には、上記に準じて対応する必要があること。 

3 シアン化物イオン及び塩化シアン並びに水銀及びその化合物については、生涯に

わたる連続的な摂取をしても、人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を

十分考慮して基準値が設定されているが、従前からの扱いを考慮して、上記 2 に

準じて対応をとることが適当であること。 

4 新基準省令の表中 1 の項から 30 の項までの上欄に掲げる事項のうち上記 2 及び 3

に示した項目を除いては、長期的な影響を考慮して基準設定がなされているが、

検査ごとの結果の値が基準値を超えていることが明らかになった場合には、直ち

に原因究明を行い所要の低減化対策を実施することにより、基準を満たす水質を

確保すべきであること。基準値超過が継続すると見込まれる場合には、水質異常

時とみて別添 3 に従い所要の対応を図るべきであること。 

5 新基準省令の表中 31 の項から 50 の項までの上欄に掲げる事項については、その

基準値を超えることにより利用上、水道水として機能上の障害を生じるおそれが

あることから、検査ごとの結果の値を基準値と照らし合わせることにより評価を

行い、基準値を超えていることが明らかになった場合には、水質異常時とみて別

添 3 に従い所要の対応を図るべきであること。 
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別添 3 

水質異常時の対応について 

 

水質異常時の対応については、以下によるものとする。 

1 新基準省令の表中 1 の項から 30 の項までの上欄に掲げる事項 

(1) 基準値超過が継続することが見込まれる場合の措置 

基準値超過が継続することが見込まれ、人の健康を害するおそれがある場合に

は、取水及び給水の緊急停止措置を講じ、かつ、その旨を関係者に周知させる措

置を講じること。具体的には次のような場合が考えられる。 

イ 水源又は取水若しくは導水の過程にある水が、浄水操作等により除去を期待

するのが困難な病原生物若しくは人の健康に影響を及ぼすおそれのある物質に

より汚染されているか、又はその疑いがあるとき 

ロ 浄水場以降の過程にある水が、病原生物若しくは人の健康に影響を及ぼすお

それのある物質により汚染されているか、又はその疑いがあるとき 

ハ 塩素注入機の故障又は薬剤の欠如のために消毒が不可能となったとき 

ニ 工業用水道の水管等に誤接合されていることが判明したとき 

また、水源又は取水若しくは導水の過程にある水に次のような変化があり、給

水栓水が水質基準値を超えるおそれがある場合は、直ちに取水を停止して水質検

査を行うとともに、必要に応じて給水を停止すること。 

イ 不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じた場合 

ロ 臭気及び味に著しい変化が生じた場合 

ハ 魚が死んで多数浮上した場合 

ニ 塩素消毒のみで給水している水道の水源において、ごみや汚泥等の汚物の浮

遊を発見した場合 

(2) 関係者への周知 

水質に異常が発生したこと又はそのおそれが生じたことを、その水が供給され

る者又は使用する可能性のある者に周知するときは、テレビ、ラジオ、広報車を

用いることなどにより緊急事態にふさわしい方法をとること。 

(3) 水源の監視 

原水における水質異常を早期に把握するため、各水道にあっては水源の監視を

強化するとともに、水道原水による魚類の飼育、自動水質監視機器の導入等を図

ること。 

また、水源の水質異常時に直ちに適切な対策が講じられるよう、平常より関係

者との連絡通報体制を整備すること等を図ること。 

2 新基準省令の表中 31 の項から 50 の項までの上欄に掲げる事項 

基準値を超過し、生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれのある場合は、

直ちに原因究明を行い、必要に応じ当該項目に係る低減化対策を実施することによ

り、基準を満たす水質を確保すべきであること。なお、色度、濁度のように、健康

に関連する項目の水質汚染の可能性を示す項目や、銅のように過剰量の存在が健康

に影響を及ぼすおそれのある項目については、健康に関連する項目に準じて適切に

対応すること。 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－105 

 

参考資料３  水道におけるクリブトスポリジウム暫定対策指針 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－106 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－107 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－108 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－109 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－110 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅱ－111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




